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（考え
が異な

3.保留 4.その
他
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1476 113018 法人住民税 2 更正決定通知書

業務の効率化のため

担当課 1476 4 E：保留・その他

APPLIC税TFから、通知書の通知日は変更可能という回答を受領
しました。
詳細は機能要件で確認します。

①「通知日」は、更正決定処理ごとに任意に登録
できるのでしょうか。また、納期限は通知日の翌日
から1月で自動計算されますか。
・通知日
　更正決定処理ごとに任意に登録可能：7社
・納期限
　通知日の翌日から1月で自動計算：7社
②「調定日」について、「通知日」「処理日」「任意
設定が可能」等、システム上の仕様をご教示くださ
い。また、例として3/30更正の起案処理、4/2通
知などではどの調定月・会計年度になるかもご教
示ください。
●調定日
・任意設定が可能：4社
・調定日ではなく、「調定年月」で管理しており、任
意設定が可能：3社
●3/30更正の起案処理、4/2通知などではどの調
定月・会計年度になるか
・任意設定が可能：3社
・調定年月により設定可能：2社
・調定年月、調定年度により設定可能：1社
・出納整理期間中の会計年度をいつとするか切り分
けるための日付を独自で保持している。4月調定であ
れば、増額の場合は新年度で、減額の場合はユー
ザーが設定したその日付に応じて、会計年度を決定
している：1社
③月１回など、まとめて更正決定を行う自治体も
ありますが、こうした運用にも対応（例.原則は即
時調定だが、通知日・調定日を月末等の任意の
日付で初期表示も可能）は可能でしょうか。
・対応可能：7社
ただし、通知日や調定日を月末等の任意の日付で
初期表示することは不可。
（※回答数 7社）

1.諾（大筋
OK）

・通知日は、対象ごとに任意
の日付を設定可能である。
納期限は、通知日の翌日か
ら１月で自動計算している。
通知の一斉発送（月１
回）の対象を行う場合、通
知日を自動設定している。
一斉発送によらずに個別送
付する場合、任意の日付を
通知日としている。
・調定月と年度は、通知日
から自動設定しており、任意
設定は行っていない。３月
30日に起案して、４月２日
に通知した場合、調定月は
４月、年度は新年度となる。

1 0 0 0

4425 34204 法人住民税 4 減免通知書

宛名ラベルの作成に係る経費や時間を削減
するため。

担当課 3207 8 B：要検討

○　減免通知書について、外部帳票のため出力項目
に関してご意見をください。
以下事務局想定案です、

【減免決定通知書　出力項目（案）】
＜基本情報＞
１.送付先（郵便番号、住所、法人名称）
２.通知番号　※オプション項目
３.通知日
４.通知者、公印
５.通知書タイトル
６.通知文
７.事業年度
８.減免額（減免する金額を記載）
９ 納税義務者名、所在地
＜問合せ先・その他＞
10.問合せ先（役所名、部署名、郵便番号、住所。
固定文字列）

4.その他 左記の出力項目に加えて、
以下の項目が必要と考えま
す。
・文書番号
・通知者（処分庁、首長
名）
・カスタマーバーコード
・法人管理番号
・代表者
・減免申請日
・減免決定日
・申告区分
・減免事由
・教示文

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

以下の項目についても出力
項目としています。
管理番号（宛名番号）、
減免申請理由、対象月数、
減免前法人市民税額・減
免額・減免後法人市民税
額

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

以下、出力項目に加えて
ほしい項目です。
・法人管理番号（あてな
番号）
・年度
・賦課済税額
・差引納付すべき税額
・摘要（欄）
　　減免の根拠等を表示
します。
　　（例：〇〇市市税条
例第〇条第〇項第〇号
の規定により減免します）

1.諾（大筋
OK）

4.その他 ８.減免額（減免する金額
を記載）に、「減免前の額・
減免後の額」も追加できない
か。印字がある方が納税者
にとって分かりやすいと思われ
る。

7 0 0 2 要検討 ●

【構成員回答】
①文書番号・・・A市　→システムで採番していますか？
②管理番号（宛名番号）・・・E市、I市　→法人管理番号とする
③通知者（処分庁、首長名）・・・A市　→定義済
④カスタマーバーコード・・・A市　→必須
⑤法人管理番号・・・A市　→必須
⑥代表者・・・A市　→必要でしょうか？
⑦減免申請理由・・・E市　→システム出力でしょうか？どういう情報を入力され
ているかご教示ください。
⑧減免申請日・・・A市　→必須
⑨減免決定日・・・A市　→通知日で代用可能でしょうか？
⑩対象月数・・・E市　→どのような情報でしょうか？
⑪減免前法人住民税額／減免後法人住民税額・・・E市、I市、K市　→減免
前後の金額と理解しました。均等割のみで良いですか？
⑫申告区分・・・A市　→必要でしょうか？（均等割・確定は、法人や対象年度
から確認できると考えます）
⑬減免事由・・・A市　→固定文字列でしょうか？
⑭年度・・・I市　→調定年度、と理解して良いですか。
⑮教示文・・・A市　→不許可決定や申請額と異なる決定を行う場合を想定し
ていると理解しました。
⑯摘要（欄）・・・I市　→⑬減免事由と同じでしょうか？
※摘要欄：（〇〇市市税条例第〇条第〇項第〇号の規定により減免しま
す、など減免根拠を記載）

【減免決定通知書　出力項目（案）】
＜基本情報＞
１.送付先（郵便番号、住所、法人名称）、カスタマーバーコード
２.通知番号　※オプション項目
３.通知日
４.通知者、公印
５.通知書タイトル
６.通知文
７.事業年度
８.減免額（減免する金額を記載）、減免前後の均等割額、減免申請日、減
免事由
９ 納税義務者名、所在地、法人管理番号
＜問合せ先・その他＞
10.教示文
11.減免理由（固定文字列）
11.問合せ先（役所名、部署名、郵便番号、住所。固定文字列）

1210 10207 法人住民税 6 みなす予定通知書

申告書の提出があったものとみなした旨を法
人に通知するため。

担当課 1210 5 D：反映しない

①みなす通知書は必須ではない認識です。相違なければ、オプ
ション帳票のままとします。
②オプション帳票ですが、外部帳票のため出力項目に関してご意
見をください。
以下、事務局想定です。
(帳票イメージはNo6.みなす予定通知書を参照ください。なお、出
力項目はサンプルと事務局案は異なります。)

【みなす予定通知書　出力項目（案）】
＜基本情報＞
　1. 送付先（郵便番号、住所、法人名称）
　2. 通知日、通知者　※法令上の通知ではないため、公印不
要と整理
　3. 通知書タイトル、通知文
　4. 納税義務者名、所在地
＜申告情報＞
　5. 前事業年度、予定申告の期間
（法人税割）
　6. 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額
　7. 前事業年度又は前連結事業年度の月数
　８. この申告により納付すべき法人税割額
（均等割額）
　９．均等割税率適用区分
　10. 均等割月数（算定期間中において事務所等を有していた
月数）
　11.この申告により納付すべき均等割額
（合計）
　12.この申告により納付すべき住民税額
＜問合せ先・その他＞
　11.問合せ先（役所名、部署名、郵便番号、住所。固定文字
列）
　12.※特になし　教示文は不要

4.その他 ①について
オプション帳票で問題ないと
考えます。

②について
以下の項目が必要と考えま
す。
・カスタマーバーコード
・通知者（処分庁、首長
名）
・資本金（均等割税率適
用区分の根拠のため）
・従業者数（均等割税率
適用区分の根拠のため）
・教示文（オプション項目と
してあって良いと考えます。）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

①オプションでいいです。
②管理番号（宛名番号）
の項目も追加してほしいで
す。
理由附記（根拠条文
等）、教示文はなくてもよい
のか疑問です。

1.諾（大筋
OK）

当団体においては、みなす予
定通知は行っていない。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

オプション帳票でよいと思
います。

質問なのですが、みなす申
告に基づく調定は、行政
処分に該当するのでしょう
か。
該当するのであれば、未
納付の法人に対して通知
や納付書を送付するには、
公印の押印と審査請求に
係る教示文が必要になる
かと思います。
行政処分に該当しないの
であれば、そもそも通知も
不要と考えますし、サービ
スで納付書を送るとして
も、
公印や教示文は不要と思
います。

4.その他 4.その他 ①問題ない。
②法定納期限、指定納期
限の記載も追加してほしい。
（指定納期限は通知書に
同封する納付書にも印字さ
れると考える。）

5 0 0 3 要検討 ●

＜構成員意見＞
①カスタマーバーコード・・・A市
②法人管理番号・・・E市
③通知者（処分庁、首長名）・・・A市
④資本金（均等割税率適用区分の根拠のため）・・・A市
⑤従業者数（均等割税率適用区分の根拠のため）・・・A市
⑥教示文（オプション項目としてあって良いと考えます。）・・・A市、E市、I市
⑦公印・・・I市
⑧法定納期限・・・K市
⑨指定納期限・・・K市

①カスタマーバーコード、②法人管理番号は必須とします。
③通知者は、現在の項目に入っているため修正なしとします。
④～⑤は、申告書又はプレ申告データを送付する際に確認できており、改めて通
知項目として出す必要性は高くないと考えております。
⑥～⑦は、法律上、みなす申告には通知書等の処理を求められていないため、
必須でないと考えます。
⑧～⑨は、みなす予定では指定納期限と表記すると誤解を招く可能性があるた
め、表示なしと考えています。

【みなす予定通知書　出力項目（案）】
＜基本情報＞
　1. 送付先（郵便番号、住所、法人名称）、カスタマーバーコード
　2. 通知日、通知者
　3. 通知書タイトル、通知文
　4. 法人管理番号、納税義務者名、所在地
＜申告情報＞
　5. 前事業年度、予定申告の期間
（法人税割）
　6. 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額
　7. 前事業年度又は前連結事業年度の月数
　８. この申告により納付すべき法人税割額
（均等割額）
　９. 均等割税率適用区分
　10. 均等割月数（算定期間中において事務所等を有していた月数）
　11.この申告により納付すべき均等割額
（合計）
　12.この申告により納付すべき住民税額
＜問合せ先・その他＞
　11.問合せ先（役所名、部署名、郵便番号、住所。固定文字列）
　12.※特になし

1309 11211 法人住民税 7 みなす予定決議書

みなす申告作成の決裁用資料とするため

担当課 1309 4 B：要検討

みなす申告に関して、以下ご教示ください。

①みなす申告の決議書はシステムで作成されています
か。
②みなす申告の決議書は帳票が必須でしょうか。
（通知は送付しないが、内部で決裁を行っている場合
も含めてご教示ください。）
③処理フローの概要をご教示ください。
（記載例）
　・未申告法人の特定→個別にみなす処理→決議
書が個別に出力
　・未申告法人の特定→個別にみなす処理→決議
書はシステム出力せずに手作成して、
　　みなす処理した対象法人の一覧をCSV出力して
決裁添付

4.その他 ①について
作成していません。（現行シ
ステムで対応されていませ
ん。）

②について
必須ではありません。

③について
「未申告法人の特定→個別
にみなす処理（みなす申告
の登録）」のみとなります。

4.その他 ①システムで作成
②通知等は行っていないが
決裁資料として使用している
ため必要
③　・未申告法人の特定→
個別にみなす処理→決議書
が個別に出力

1.諾（大筋
OK）

①システム対応していない。
②決議書は不要（対象法
人一覧は必要）です。
③収納よりみなす納付リスト
を取得→個別にみなす調定
処理→予定・中間申告発
送リストより予定・中間申告
あり、みなす調定（みなす納
付）あり以外の未申告法人
の特定→個別にみなす調定
処理→システムより月分のみ
なす処理した対象法人リスト
を出力→決裁処理→みなす
処理（みなす納付ありを除
く）した法人へ通知を送付

①していない（通知していな
い）
②必要ない
③
　　・未申告法人の特定→
個別にみなす処理→調定内
訳に出力し、決済に添付

1.諾（大筋
OK）

みなすの課税台帳作成は月
次の一括処理で行っており、
課税の決議及び外部への通
知はともに行っていない。一
括処理と同時に、調定の決
議書をシステム出力し、決裁
を行っている。

1.諾（大筋
OK）

①システムで作成。
②必須。（通知は送付しな
いが、内部で決裁を行ってい
る）。
③未申告法人の特定→個
別にみなす処理→決議書が
個別に出力

4.その他 現在、申告書の提出はな
いが納付があったものだけ
をみなす申告として扱う運
用をしている。みなす申告
のみを他の申告と分けて
決議することはしていない。

①システムで作成していな
い。
②不要と考える。
③未申告法人の特定
（システムで一覧出力）
→個別にみなす処理対象
否かを職員が判断→個別
入力または一括入力→リ
ストを調定決議に添付

4.その他 4.その他 当市では、みなす申告の処
理をおこなっていない。

参考までに、みなし決定
（納付があったもののみ、申
告があったとみなして調定を
立てている）の処理の場合
は、
①決議書のシステム出力は
無し。みなし決定入力画面
のハードコピーに領収済通知
書を貼り付けし、決裁を取っ
ている。
②上記の決裁の際、ハードコ
ピーへの貼り付け作業に時
間がとられているので、帳票
出力があると望ましい。
③・未申告法人の特定→個
別にみなす処理→決議書が
個別に出力がよいと思うが、
決議一覧リストとし、内容確
認できる項目が記載されてい
れば 一括決済も可能と考

3 0 0 5 反映しな
い

○みなす決議書
システム・・・C市、H市
システム外・・・A市、E市、F市、G市、I市、K市

→多くの団体はシステム外で対応している。

システム外での対応も可能として、こちらはオプション帳票のままとしました。

※変更なし

640 2201 法人住民税 9 予定申告書（納付書一体
型）

大量印刷の際は、高速に正確に印字できる
連続用紙の方が時間がかからないと思われ
るため、カット紙専用と限定すべきではない。 事業者 640 50 A：仕様反映

【カット紙専用】
予定申告書と納付書が一体型になった申告様式を出力

※意見を反映しました。
連帳形式も多いので、その他様式も”カット紙”となって
いる部分は全て削除します。

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

2 0 0 0

642 2201 法人住民税 11 中間申告書

申告書は（納付書一体型）の方が、封入
封緘の際に申告書と納付書を間違うことが
ないため、標準仕様として必要と考える。

事業者 642 16 C：APPLIC照会

○　中間申告書（納付書一体型）については
APPLIC税TFに確認を行いました。なお、反映する場
合でもオプションの想定です。

１．「納付書一体型申告書の出力」が標
準機能であるか
・機能無し：3社
・標準機能：3社
・オプション機能：1社

２．実装すべきか
・実装してもしなくても良い機能：7社

３．現状や実装すべきとした場合の課題
各社より以下の意見がありました。
・近年の電子申告や共通納税の普及によ
るペーパーレス化の流れ、また納付書一体
型申告書は複写式であるためシリアルプリン
タが必要となることから、「実装してもしなく
ても良い機能」が適切ではないかと考える。
・納付書一体型申告書の要望がある自治
体様は少数である。要望がある場合は個
別のカスタマイズで実施している。
（※回答数：7社）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

一斉作成処理では予定申
告書を一律送付（中間申
告書を一律送付しなくてもよ
い）と考えますが、中間申告
書が必要との連絡があった場
合は、個別に送付する必要
があるため、中間申告書の
納付書一体型をシステムで
出力できる機能はオプションと
して必要です。

1.諾（大筋
OK）

・中間申告書は必須ではな
く、任意とするのが適当である
と考える。
・当団体は複写式の納付書
一体型用紙を使用している
が、印刷費用を踏まえると、
全団体に必須とすべきではな
いと考える。

1.諾（大筋
OK）

オプションで問題ないが、現
状は、納付書一体様式を使
用している。

1.諾（大筋
OK）

納付書一体型申告書
は、オプションでよいと思い
ます。

4.その他 1.諾（大筋
OK）

7 0 0 1 反映する ●

全申告書について、以下で整理しました。

納付書一体型申告書→オプション
中間申告書→一括・個別・用紙を問わず、全てオプション。

1479 113018 法人住民税 11 中間申告書

納付書一体型以外の様式は汎用紙（A4
用紙）が一般的と考えられるため。

事業者 1479 30 A：仕様反映

○中間申告書
・汎用紙　→　実装すべき（又はしてもしなくても良い）
・専用紙（複写式）　→　実装すべき

各申告書の複写式用紙は、eLTAXの普及やペーパー
レス化、コスト面を考えて、「実装してもしてもしなくても
良い帳票」と考えています。問題ないかご確認くださ
い。（予定・確定・均等割・納付書も同じ）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

当市では専用紙（複写
式）は必要ですので、実装
してもしなくても良い帳票でよ
いです。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

問題はないが、現状は、納付
書一体様式を使用してい
る。

1.諾（大筋
OK）

複写式用紙は、実装して
もしなくてもよい機能で結
構です。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

9 0 0 0 反映する

了承いただきました。

647 2201 法人住民税 16 清算予納申告書
申告書は（納付書一体型）の方が、封入
封緘の際に申告書と納付書を間違うことが
ないため 標準仕様として必要と考える

事業者 647 13 A：仕様反映
○実装してもしなくても良い帳票
・清算予納申告書（納付書一体型）　複写式用紙

オプションとして清算予納の申告書・納付書一体型を
追加します。（ご回答不要分）

1.諾（大筋
OK） 1 0 0 0

3495 24201 法人住民税 17 納付書

税額記載済みの納付書の送付依頼が多い
ため。また、更正により増額の納付書を送付
する際には、法人側の延滞金の計算や別途
納付する手間を軽減するためあらかじめ延滞
金を出力したものを送付しており、その運用
を継続したい。 担当課 0 他税（確

認） D：反映しない

- 延滞金を、更正決定時に計算して送付したい、という
意見が来ています。
延滞金の計算は納付日で行うことから、課税システム
ではなく収納管理システムで定義を行う想定ですが、
考え方として問題ないかご確認ください。（法人WTで
は意見反映なし）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

更生決定時は、延滞金計
算は不要です。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

当団体では、納付額を管理
する収納システムにて、延滞
金を計算し、帳票出力して
いる。法人システムでは、本
税を帳票出力できれば足りる
と考える。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

延滞金の計算は納付日
で行うことから、課税システ
ムではなく収納管理システ
ムで定義を行うので結構
です。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

更正決定時に延滞金を記
載した場合、納付が遅れると
再度延滞金の納付書を送る
ということになれば、納税者か
ら問い合わせがくる可能性が
高いと思われる。そのため、課
税システムで反映しない、で
同意。

9 0 0 0 反映しな
い

了承いただきました。
収納管理WTにも伝えます。

5361 9202 法人住民税 17 納付書

納付書単体の様式では汎用紙を使用する
ことが一般的と考えられるため。

事業者 1479 30 B：要検討

納付書は以下で印刷できること。

＜実装すべき帳票の内訳＞
○ A4サイズ、汎用紙、3連　（フォーム出力あり）
○ A4サイズ、OCR用紙、3連、複写なし（フォーム出力なし）

納付書について、パッケージ・構成員の皆様の運用を整理すると、
概ね以下のパターンがあります。
以前、ご回答頂いた際は④⑤が６団体でした。（うち、J市は汎
用紙へ変更予定）

＜納付書パターン＞
　① 用紙サイズがA4 3面のミシン目 汎用紙（→ミシン目なしで
も、機能上は同等と想定）
　② 用紙サイズがB5 3面のミシン目 汎用紙
　③ 用紙サイズがA4だが、ミシン目により実質B5の用紙（→余
白部分に金融機関などをシステムから固定文字列で出力）
　④ OCR用紙（フォームなし）1面 3枚複写
　⑤ OCR用紙（フォームなし）2面 3枚複写
　⑥ OCR用紙（フォームなし）3面 複写なし
　⑦ 省令様式ではなく、独自様式を使用（主にOCR対応分）
　⑧ 省令様式ではなく、マルペイ様式を使用

＜ご確認事項＞
・標準仕様書としては、①（A4・汎用紙・3面）、⑥（OCR・複
写なし・3面）を必須、その他を”実装不可”とすることを考えてお
ります。これについて、現行運用に関わらず、実務上の課題がある
などありましたら、理由を合わせてご教示ください。
※①⑥は、いずれも省令様式を想定しております。

【上記の理由】
・コスト面（用紙代、ドットインパクトプリンタなど）から、汎用紙は
標準とすべき
・用紙サイズがA4・B5と分かれることは、納税義務者、自治体、
金融機関にメリットが薄いため統一すべき
・OCR読取は引き続き需要があるものの、複写式はコスト面が課
題（納税者目線では有利）
・共通納税の推進により、納付書用紙の必要性が相対的に下
がっていく

4.その他 ①⑥を必須とすることについ
ては問題ないと考えます。

省令外様式については実装
不可ではなく、オプション帳票
として良いと考えます。
「⑦ 省令様式ではなく、独
自様式を使用（主にOCR
対応分）」では、サンプルの
「No17_納付書OCR（省
令外様式）.pdf」のように、
納付書に所在地だけではな
く、送付先も印字する様式も
あると思われます。納付書の
みを発送する場合は、納付
書に送付先を印字できること
がメリットであると考えます。

1.諾（大筋
OK）

3.保留 申告納付時の様式としての定義で
あれば①⑥のみで差支えありませ
ん。

【収滞納部署より意見（念のた
め）】
しかし、「他様式実装不可」と仕様
に明記されてしまうようでしたら、収
滞納側での再発行納付書について
⑧が許容されるように定義していた
だきたいです。
（理由）
未納（滞納）があった場合、収納
滞納部署では、一般納付書（他
税目を１枚の納付書にまとめて納
付することができる合算納付書）を
作成するケースがあるため。
「一般納付書形式（標準化後は
マルペイ様式が基本となる方向）
で法人市民税の納付書を作成して
はいけない」となると、特に滞納業
務に支障があると思われます。
なお、合算納付書出力について
は、収納機能要件案では項目定
義されています。
ホワイトリスト方式とのことですので、
収納側で許容されていても課税側
で不可とすれば、総合的に実装不
可との認識にならないかを懸念して
います。

1.諾（大筋
OK）

3.保留 複写式の納付書は、納税者
からの需要が多い。当団体
においては、汎用紙の３連
納付書を拒否する納税者も
存在する。
提案の趣旨は理解するが、
現在複写式の用紙を使用し
ている団体まで汎用紙に切り
替えることは、慎重になるべき
ではないかと考える。

特になし。 1.諾（大筋
OK）

①、⑥で問題ありません。 1.諾（大筋
OK）

実務上の課題はないと考え
ます。

1.諾（大筋
OK）

5 0 2 1 要検討 ●

以下の２種類を必須とすることに異論なしとご回答頂きました。
① 用紙サイズがA4 3面のミシン目 汎用紙
⑥ OCR用紙（フォームなし）3面 複写なし

E市ご意見の、収納管理システムでの発行については収納管理WTと調整いたし
ます。
G市ご意見の、現在複写式を利用している団体の考慮については、別途方針を
検討いたします。（→オプションで残すことを検討します）

＜実装すべき＞
　○ 用紙サイズがA4 3面 汎用紙
　○ OCR用紙（フォームなし）3面 複写なし
＜実装してもしなくても良い＞
　○ 複写式OCR用紙への対応

3207 22206 法人住民税 18 申告書送付案内（法人送
付）

窓あき封筒は現在全市町村統一様式では
ないと思われるが、本帳票においてはどの位
置、どのサイズに情報を配置するのか明確に
する必要性があるのではないか。

事業者 3207 8 共通（方
針） D：反映しない

- （ご回答不要）
窓空き封筒の宛名印字位置は、税目共通で検討し
ます。

1.諾（大筋
OK）

1 0 0 0

55 1225 法人住民税 19 宛名シール

申告書発送時は窓あき封筒を使用しない
せず、必須となるため。

担当課 55 12 共通・他税 B：要検討

宛名シールを出力できること。※実装すべき帳票

＜抽出対象＞
・【必須】申告書と同条件（予定・中間、確定、均等割）
・【必須】未申告者用と同条件
・【必須】減免通知書（調定年度）
・【必須】更正決定通知書（調定年月）
・【オプション】みなす予定通知書（調定年月）
・【オプション】税理士別

宛名シールについて、窓空き封筒を使用しない団体を
中心に必須との意見があります。
抽出条件の案を整理しましたので、ご確認ください。
シール用紙の性質上、１法人単位での出力は不要と
しています。

※”不要”という構成員も多いため、不要の場合はその
旨ご回答ください。
※EUCデータをもとに、WordやAccessなど、別アプリ
でシール作成されている場合もご教示ください。
※帳票WTでは、2団体が必須、税理士別は不要、と
いう整理でしたが、意見照会をもとに窓空き封筒を有
しない団体向けの機能として残しております。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

不要であると考えます。 2.否（考え
が異なる）

宛名シールは使用したことが
ないです。
全ての団体で必須ではない
ので、団体によっては必須機
能とすればよいので、「実装し
てもしなくてもよい機能」でよ
いと考えます。

【資料３】税務システム等標
準化検討会（第１回）Ｐ
１４より参照
　全ての団体で必須機能で
ある→実装すべき機能
　団体によっては必須機能で
ある→実装してもしなくてもよ
い機能

【疑問】実装してもしなくても
よい機能のとき、判断するの
は、発注を受けたベンダーで
はなく、団体側で実装するか
しないか決めてから要件に反
映させて発注でいいですよ
ね？団体よっては必須機能
なのだから。でなければ、「窓
空封筒を使用するか宛名
シールを利用する封筒とする
か自治体で選択できること
（実装すべき機能）」と要
件に明記する必要があり、他

1.諾（大筋
OK）

不要 1.諾（大筋
OK）

当団体では、窓空き封筒の
仕様が主であるため、システ
ムでの宛名シール作成はして
いない。
EUC情報をもとに、WORD
等で宛名シールを作成する
場面は存在する。

1.諾（大筋
OK）

不要。宛名シールは使用し
ていません。

4.その他 宛名シール作成機能につ
いては、必須ではなくオプ
ションでよいと思います。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

当市では、窓あき封筒を使
用しているため、宛名シール
を使用していないため、実装
されても出力できるかを選択
できればよい。
ただ、電話で様式の送付依
頼があった場合など、個別に
発送する際には、課税システ
ムに登録している送付先を
ドットプリンタで印刷できる
（所定の送付状に宛名を差
し込み印刷する）ようにして
いる。納税者への発送は申
告書や通知書の一斉発送
時に限らないので、登録の送
付先がいつでも宛名印刷で
きる機能は必須。

7 1 0 1 反映する ●

実装してもしなくても良い機能、という意見でしたので、再度修正します。 宛名シールを出力できること。※実装してもしなくても良い帳票

＜抽出対象＞
・【必須　オプション】申告書と同条件（予定・中間、確定、均等割）
・【必須　オプション】未申告者用と同条件
・【必須　オプション】減免通知書（調定年度）
・【必須　オプション】更正決定通知書（調定年月）
・【オプション】みなす予定通知書（調定年月）
・【オプション】税理士別

332 1552 法人住民税 21 桁あふれリスト（申告書）

該当帳票は内部資料であり、EUCで出力す
ることによって、該当データを様々な業務に
活用できるようになり、職員の業務量低減に
繋がるため。 332 17 共通（方

針） B：要検討

No.21_桁あふれリスト（申告書）　※実装すべき機能

ただし、折り返しなどで文字切れが発生しない仕組みを有している
場合はこの限りではない。

桁あふれが発生しなければ必要ないと想定されるた
め、左記の要件で問題ないでしょうか。
実務上の問題点などがあればご教示ください。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

当団体では、折り返しによっ
て基本的に桁あふれは発生
させないようにしている。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

桁あふれが、リスト化して
出力しなければならないほ
ど大量に発生するという認
識がありません。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

9 0 0 0 反映する

了承いただきました。

5450 27203 法人住民税 22 桁あふれリスト（未申告通知
書）

法人数が多い時に対象法人を探し出すのは
困難なため

担当課 332 17 B：要検討

No.22_桁あふれリスト（未申告通知書）　※実装すべき機能

ただし、折り返しなどで文字切れが発生しない仕組みを有している
場合はこの限りではない。

桁あふれが発生しなければ必要ないと想定されるた
め、左記の要件で問題ないでしょうか。
実務上の問題点などがあればご教示ください。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

当団体では、折り返しによっ
て基本的に桁あふれは発生
させないようにしている。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

桁あふれが、リスト化して
出力しなければならないほ
ど大量に発生するという認
識がありません。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

9 0 0 0 反映する

了承いただきました。

3496 24201 法人住民税 23 申告書発送対象者リスト 担当課 0 A：仕様反映

【申告予定法人一覧】
＜帳票概要＞
・指定した決算年月で申告義務のある法人の一覧。
・申告書・納付書発送対象者リストには、申告納付義務がある法
人について、所在地、送付先住所、申告書・納付書の作成区分
（電子申告等により発送不要な法人を含む）が表示され、法人
の申告期限延長有無・延長期間、電子申告利用の有無も出力さ
れること。
・並び順は、申告書・納付書の出力順で表示されること。

＜抽出条件＞
・決算期
・申告区分
・送付区分（指定なし／申告書・納付書／納付書のみ／送付な
し）
・電子申告有無（リスト上で判別できる場合は必須ではない）
・分割区分

①左記は「申告義務のある法人の一覧」であることか
ら、「申告予定法人一覧」という名称の方が用途を表
すと考えます。ご意見いただけると幸甚です。

②申告書の送付有無に関わらず出力される必要があ
ると考えられます。申告書の作成有無で封入封緘作
業が変わることを想定して、「送付区分」という抽出条
件を案で追加しましたが、要否や現行の運用方法に
ついてご教示ください。
→申告書・納付書一体型の帳票を利用されていない
団体におかれては、納付書の一括出力を、申告書作
成の有無により分けて作成できるか、封緘作業の支障
などについてもご教示ください。

③内部帳票について、”抽出条件”を定義する趣旨か
ら、左記の要件案に追記しました。過不足があれば、
用途を合わせてご教示ください。また、税理士マスタを
利用されている団体におかれては、税理士送付用に
何か条件や出力項目が必要かをご教示ください。

④その他、以下変更しています。ご確認ください。
・帳票概要：並び順を「申告書等の出力順と同じ」
（確認作業のため）
・帳票概要：指定した決算”年月”に変更（抽出条
件も同じ。事業年度末日が3/20も3/31も同じ帳票
で出力）

4.その他 ①について
「予定」という言葉を使用す
ると、予定申告を連想させて
しまうと思われるため、現在の
帳票名で問題ないと考えま
す。

②について
左記のとおりで問題ないと考
えます。

③について
左記のとおりで問題ないと考
えます。

④について
左記のとおりで問題ないと考
えます。

4.その他 ①「申告予定法人一覧」で
問題ない
②申告書の送付有無は判
定になく、申告書作成有無
を納付書の一括出力に反映
できない。（特段問題なし）
③問題なし
④問題なし

1.諾（大筋
OK）

①④でよいです。③地方税法施行
令第７条の４ただし書きに該当す
る法人の区分、連結法人の区分、
解散清算法人の区分
②（１）～（５）の送付区分が
できる運用をしている。（外部委託
しているので外部委託用データの作
成ができればよい。）
（１）地方税法施行令第７条の
４ただし書きに該当する法人
（２）（１）の法人でなく、延長
法人でなく、分割法人のうち本店
市内で支店市外の法人
（３）（１）の法人でなく、延長
法人でなく、分割法人のうち本店
市外で支店市内の法人もしくは非
分割法人
（４）（１）の法人でなく、延長
法人であり、かつ、分割法人のうち
本店市内で支店市外の法人
（５）（１）の法人でなく、延長
法人であり、かつ、分割法人のうち
本店市外で支店市内の法人もしく
は非分割法人
申告書・納付書一体型と申告書
の記載例に加えて下記を同封して
います。
（１）収益事業関係依頼・判定
票を同封
（２）分割明細書を同封
（３）追加同封なし
（４）分割明細書と納付書（見
込納付用）を同封
（５）納付書（見込納付用）を
同封

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

指定した決算「年月」でＯ
Ｋです。
①「申告予定法人一覧」
でＯＫです。
②現システムにおいては、
送付区分を「不要」とした
法人は、申告書の納付書
も作成されない。原則とし
て申告書を作成したものに
ついて納付書を作成する
仕様となっている。ただし１
億円超の法人については、
納付書のみ出力する仕様
となっている。現システムで
はオンラインバッヂにより出
力帳票のPDFファイルが作
成されるので、一括で出
力することもページを指定
して（引き抜きするものを
除いて）出力することも可
能である。
③抽出条件：修正案の
とおりで結構です。
④その他：「申告書等の
並びと同じ」で結構です。
　　　　　「年月」で結構で
す

1.諾（大筋
OK）

2.否（考え
が異なる）

①申告予定法人という表現
は、予定申告法人と類似し
ている。単純に、「申告書作
成法人一覧」でよいのでは。
②量印刷及び封入・封緘作
業を業者委託している。業
者への委託は同様に行うこと
になるため、委託業者に申
告書作成対象法人データを
渡し、帳票出力及び封入封
緘作業後、次に発送しない
法人のリストを渡し引き抜き
作業をしてもらう。引き抜き
対象の情報は特記事項を目
視確認作業により行っている
ため、最初の段階に区分で
分けることは難しい。
③問題ない。なお、当市では
税理士マスタの利用なし。
④問題ない。

6 1 0 2 反映する ●

①申告予定、とすると予定申告を連想させるという意見が2団体ありました。その
他、了承いただきましたが、誤解を与える可能性があること、帳票の用途から「申
告書作成法人一覧」として、帳票概要で用途を明確に示します。
②～④は概ね了承いただいたため、要件を反映します。

【申告書作成法人一覧】
＜帳票概要＞
・指定した決算年月で申告義務のある法人の一覧。
・申告書・納付書発送対象者リストには、申告納付義務がある法人について、
所在地、送付先住所、申告書・納付書の作成区分（電子申告等により発送
不要な法人を含む）が表示され、法人の申告期限延長有無・延長期間、電子
申告利用の有無も出力されること。
・並び順は、申告書・納付書の出力順で表示されること。

＜抽出条件＞
・決算期
・申告区分
・送付区分（指定なし／申告書・納付書／納付書のみ／送付なし）
・電子申告有無（リスト上で判別できる場合は必須ではない）
・分割区分

対応方針（案）

修正の根拠

意見発出者

分類用フラグ

No. 自治体
コード 税目 帳票番

号 帳票名称 当日議事

WT用確認欄
Ｈ市 I市 J市 Ｋ市

事務局記載欄

WT対象

仕様への反映

仕様反映

WT事前確認 構成員ご回答集計

事務局意見 要件修正 （ご参考）APPLIC税TFからの回答要件修正案 確認項目 APPLIC税TF確認・備考

A市 C市 E市 Ｆ市 Ｇ市Ｂ市 Ｄ市



3706 27204 法人住民税 23 申告書発送対象者リスト

納税義務者、当市双方の事務負担軽減と
なるため（設立開廃休業の年月日の印字
により、事業年度途中の事務所廃止に伴
う、当市における最後の申告であることをお
知らせするための文書封入を容易に行うこと
ができ、申告書提出不要であると誤認してい
る法人は問い合わせをする必要がなくな
る。）

左記お問い合わせの対応が不要になるほ
か、最後の申告であるか否かを1件1件法人
基本台帳での確認作業が不要となるため、
1人の作業で80時間程度の低減となる。
（現時点では当市のシステムが対応してお
り、実際に確認を手作業で行うと仮定した場
合の作業時間が通常業務に加え別途必要
となる。）

申告書発送対象外か否かの判断が正しい
かどうか、申告書の要・不要をシステム入力
した状態と比較することで、より確実に行うこ
とができ、申告書送付誤りを防ぐことができ
る。

担当課 0 A：仕様反映

No.3496の要件修正案に追加

＜帳票概要＞
・～法人の最新現況（異動区分・異動日）が出力できること。
・出力が必要な異動区分は、「設立／事務所設置／解散／合併
解散／事務所廃止／事務所等なし」とする。

当該意見のように、申告義務のある法人をすべて出力
するとき、現況を確認したい場面があると想定します。
要件修正案を作成しましたので、過不足、想定運用
と異なる部分があるなど、ご意見をお願いいたします。

※現況を表す異動区分のうち、必要と想定されるもの
のみ出力する想定です。

4.その他 左記の異動区分に加えて
「休業」も必要と考えます。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

異動区分より申告書発送を
区分（最後の申告、現況
確認等）した運用はしてい
ないです。
ただし、解散しているものは、
発送前に引抜き、法人所在
地ではなく、代表清算人あて
申告書を送付しています。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

異動区分や異動年月日
により申告の要否が正しく
自動判定されていること
（例えば休業なども）が
前提であると考えますが、
人が判断しなければならな
いケースや別の印刷物を
封入する団体などがあると
いうことで、追加することは
良いと思います。
本来、清算結了まで申告
義務があると考えますの
で、異動区分に「清算結
了」も加えた方がよいかと
思います。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

現在、特記リストにて発送法
人情報を確認し、引抜作業
を行っている。記載項目とし
て、ほかに最終事業年度とそ
の申告区分と処理年別、添
付書類、補記コード、特記
事項。

8 0 0 1 要検討 ●

機能要件で、「現況区分」を設ける案をご提示しました。
最新の異動区分よりも、法人の現況を確認することが望ましいと考えるため、機
能要件の議論を踏まえて整理します。

No.3496の要件修正案に追加

＜帳票概要＞
・～法人基本情報の現況区分が出力できること。
・出力が必要な異動区分は、「設立／事務所設置／解散／合併解散／事務
所廃止／事務所等なし」とする。

921 62014 法人住民税 24 電子申告書送付票

申告勧奨のために、電子申告義務のある法
人とｅＬＴＡＸ利用法人に案内文書と納
付書を送付する必要があるため。

担当課 921 16 A：仕様反映

＜申告案内文書＞
以下の項目を出力できること。
　①　文書タイトル
　②　法人送付先（郵便番号、住所、法人名称）
　③　法人名称
　④　日付
　⑤　案内文（例：貴社にかかる法人市民税の○○申告の申告
期限及び納付期限が近付いております、つきましては期限までに申
告納付をお願いいたします。）
　⑥　事業年度
　⑦　申告区分（⑤の案内文に出力するでも可）
　⑧　申告納付期限
　⑨　問合せ先

　※その他、右記の意見を受けて任意文字列を入れる機能の要否

申告書送付案内について、電子申告分も必須とすべき、との意見
があります。送付案内の機能について整理したく、以下ご教示くだ
さい。（No18申告書送付案内及びNo24電子申告書送付表
を統合して整理することを検討しえています。）

＜ご確認事項＞
①申告区分ごとの帳票は不要で良いでしょうか（予定・確定・均
等割を含めて、様式統一）。必要な場合は、どのような記載項目
により、変更が必要になるかご教示ください。

②電子申告か否かで、帳票を分ける必要はありますか。理由も合
わせてご教示ください。（事務局では、本文を「期限までに申告納
付をお願いします」というシンプルな文言とし、「申告書・納付書を
送付します」など入れなければ共通でも問題ないと考えます）

③本文にシステムから判断して出力すべき項目はありますか（申
告区分、事業年度があれば足りますか。）また、左記「要件修正
案」に出力項目を記載しましたが問題ないでしょうか。

④職員が好きなタイミングで任意に本文を変更できる必要はありま
すか。あるいは、SEが初期設定すれば、通常は変更しませんか。
（税率を表形式で載せる場合などは、通常SEがメンテナンスをす
る必要があります）

⑤納付場所情報を載せていますか。あるいは、申告手引きや別の
同封物を封入していますか。（納付書に、納付場所の情報をシス
テム印字する必要は特にないか）
※意見のNo.5361（納付書用紙）の対応方針とも繋がります
が、申告案内文書に自由記述で納付場所情報を入れることで、
納付書の用紙サイズを統一できる可能性があると考えます。

4.その他 ①について
申告区分ごとの帳票は不要
で良いと考えます。

②について
電子申告分についてはオプ
ション機能として良いと考えま
す。
電子申告分については、申
告書を同封しないことがあり、
代わりに送付案内に「既に
納付の確定した税額（法人
税割額、均等割額）」を記
載するケースがあり、様式が
大きく異なる場合があると考
えられます。

③について
左記の項目に加えて、以下
の項目が必要と考えます。
・カスタマーバーコード
・監査延長法人の延長され
た申告期限
・監査延長法人の申告期限
の延長月数

④について
使い勝手の面から職員が好
きなタイミングで任意に本文
を変更できる方が良いと考え

4.その他 ①
②不要
③問題なし
④必要なし
⑤印刷所に依頼し、ミシン目
と納付場所を印字した用紙
を使用

1.諾（大筋
OK）

①申告分ごとの帳票は不要
②電子申告の案内文には、
「大法人でなく紙で申告を希
望の場合は、申告書を送付
しますのでご連絡ください。」
や「納付書が必要な場合
は、ご連絡ください。」を追記
するくらいです。
③特になし
④任意で本文を変更できれ
ば、法改正や税率の変更の
注意すべき点を追加案内で
きるのでよいと思います。
⑤納付書の裏面に納付場
所情報を載せているが、プレ
印字で対応している。

1.諾（大筋
OK）

①
②
③納付額（予定申告の場
合）
④なし
⑤納付書に印刷済

1.諾（大筋
OK）

・当団体では、予定・確定・
均等割申告で、共通の様式
を使用している。
・納税者サービスとして、予
定申告の場合は予定申告
税額を、確定申告の場合は
予中間税額（既に納付の
確定した税額）を、それぞれ
出力することが必須ではない
かと考える。
・納付場所については、納税
者からの問合せが多い事項
のため、同一帳票内に出力
するのが望ましいのではない
か。
・費用面を考慮して、電子
申告義務のある法人と
eLTAX利用法人とで、同一
の帳票を使用している。
・税率表を同封書類としてい
る。

1.諾（大筋
OK）

①不要
②電子申告している法人に
ついてのみ送付票を使用
③なし
④変更なし
⑤載せていない

2.否（考え
が異なる）

電子申告義務のある法人
は電子で申告してくるの
で、その法人に紙を発送す
ることに違和感を覚える。
（過渡期に納付書を送る
ことはあるかもしれないが、
それも電子納税を推進す
べきである。）エルタックス
本来の機能であるプレ申
告データの送信機能を実
装することが原則であっ
て、効率化や電子化を推
進していくべき標準仕様書
に後退する機能を追加す
る必要があるのか疑問。

1.諾（大筋
OK）

①不要で良い。
②分ける必要はない。
③問題ない。
④通常は必要ないが、できた
方が良い。
⑤納付書には納付場所の
記載が必要。
税率の改正情報や申告依
頼文書の裏面に税率表を印
字して同封している。（申告
書納付書一体型の三枚複
写を使用）

4.その他 ①送付票の帳票は同じもの
を使用しているが、申告区分
を印字する箇所を設けてい
る。
②当市では、納付書のみの
帳票を分けているが、送付票
は共通である。ただ、「電子
申告法人には納付書のみ送
付し、プレ申告データを送信
している」ことを共通の注意
書きとして記載している。
③問題ない。
④任意で本文を変更できる
機能を求める。例えば、エル
タックスにてプレ申告データを
送信している旨の文章の追
加をする（市町村によっては
送信していないかもしれない
ので必須の文とはしない）
が、SEによる初期設定の対
応でもよいと考える。
⑤当市では納付書の裏面に
印字している。送付票に印
字するには金融機関の情報
量が多くなってしまうため、別
帳票か送付票の裏面に印
字した方がよいと思われる。

5 1 0 3 反映する ●

○出力項目
　・カスタマーバーコード・・・A市　→必須で追加します。
　・監査延長法人の延長された申告期限・・・A市
　　→必須でしょうか？あるいは、納期限の方が良いでしょうか。
　・監査延長法人の申告期限の延長月数・・・A市
　　→必須でしょうか？あるいは、納期限の方が良いでしょうか。
　・予定申告額・既納付額・・・G市　→申告書に出力可能としています。

○ 申告区分に応じて帳票を分ける必要はない

○ 電子申告か否かで帳票を分ける必要はない
→No.24「電子申告書送付票」は削除

○ 任意の文字列を打ち込めることが望ましいが必須ではない
→イメージを示しました。システム機能が必要になる一方で、文言を変えたいとき
の都度のメンテナンスが不要になり、事業者の保守対応は削減されると考えます。
APPLIC税TFに望ましい実装を確認します。

【ご確認】
・納付書一体型申告書を出力される団体におかれては、申告案内文書は不要
となりますか。その場合には、一律の印刷不要設定が必要でしょうか。

なお、I市ご指摘の点、標準仕様書の考え方は以下になります。
○ eLTAX連携は必須（プレ申告データ作成含む）
○ 申告書の発送コストは可能な限り抑制する
○ 納付書も共通納税を推進しつつ、一定期間は送付が必要
→ これを送るには、宛先の印字された送付票が必要

※別でイメージをお伝えします。なお、レイアウトを決定するものではなく、機能・帳
票のイメージです。

＜実装してもしなくても良い機能＞
・申告案内文書を、送付しない設定が一括で出来ること。

備考：
納付書一体型申告書など、案内文書を必要としない運用があるため。

922 62014 法人住民税 25 プレ申告データ作成対象法人
リスト

プレ申告データ対象法人がリスト化すること
で、対象法人の把握ができるため。

担当課 922 11 A：仕様反映

No.25　プレ申告データ作成対象法人リスト
→「実装すべき帳票」に変更
→EUC可とする

（詳細のご確認不要）
現在、実装してもしなくても良い、となっていたものを、
実装すべき、に変更しました（EUC可とする）。

1.諾（大筋
OK）

1 0 0 0 反映する

了承いただいたため、反映します。 No.25　プレ申告データ作成対象法人リスト
→「実装すべき帳票」に変更
→EUC可とする

1138 92088 法人住民税 26 法人台帳異動リスト

当市において、法人住民税の異動件数を
集計しているため。EUC機能にて出力可能
であれば実装不要と思われる。

担当課 1138 13 A：仕様反映

No.26_法人台帳異動リスト

【抽出条件】
・届出（受付）年月日の範囲指定
・異動年月日の範囲指定
※EUCによる代替可

法人台帳異動リストの、抽出条件について案を作成し
たためご確認ください。
なお、以前のWT結果を踏まえて”EUC可”としておりま
す。

※EUC可について、画面確認とする団体様も多く、最
新の”登録内容”が分かれば異動があった情報のみを
抽出する必要はない、という整理です。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

画面確認とEUCで十分と考
える。異動内容は複雑であ
り、固定的な帳票には馴染
まない。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

抽出条件、修正案で結
構です。件数の確認であ
れば、画面確認やＥＵＣ
でよいと考えます。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

8 0 0 0 反映する

了承いただいたため、反映します。 No.26_法人台帳異動リスト

【抽出条件】
・届出（受付）年月日の範囲指定
・異動年月日の範囲指定
※EUCによる代替可

4572 362034 法人住民税 27 法人番号未設定法人一覧表

法人台帳に登録があり、法人番号が登録さ
れていない法人を抽出し、リストを作成する
のに必要なため

担当課 4572 2 B：要検討

No.27_法人番号未設定法人一覧表

・実装すべき帳票に変更
・EUCで可

現在、未使用の構成員も多いですが、統一的なキー
情報として、未登録法人を可能な限り無くすことが、今
後さらに重要になると考えられます。
必須帳票として、EUC可と変更しておりますが、問題
ないでしょうか。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

当団体においては、EUCで
対応している。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

ＥＵＣでよいと思います。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

9 0 0 0 反映する

了承いただいたため、反映します。 No.27_法人番号未設定法人一覧表

・実装すべき帳票に変更
・EUCで可

100 1333 法人住民税 28 申告チェックリスト

エクセル資料等による代替は可能でしょう
か。チェックの観点からすると、帳票上ではな
くエクセル資料等での記載の方が確認が容
易になるかと思います。

事業者 100 17 B：要検討

申告書入力チェック帳票について、現在実装すべき帳
票としています。（EUC代替不可）
一方で、ペーパーレスなどの観点からデータ出力で行う
団体もあると認識しています。

①帳票形式は必須でしょうか。データのみの出力とした
場合、支障があれば理由も合わせてご教示ください。
②データは必須でしょうか。理由も合わせてご教示くだ
さい。

※過去のWT内では概ね半数で割れていたため、
EUC代替可否を再度検討させていただきます。

1.諾（大筋
OK）

①について
必須ではありません。

②について
「EUCで代替可」で問題ない
と考えます。

4.その他 ①必須、照合作業で使用、
EUCでのデータ出力の場
合、データ加工の手間がある
ため
②データの管理上、データ出
力は必須であると考える

1.諾（大筋
OK）

①帳票形式は必須ではない
です。必要であればデータ形
式のものを加工して印字しま
す。
②データは必須です。各項
目間での論理的なエラーをエ
クセルなどで抽出して確認す
ることができる。

①必須でない
②必須でない

1.諾（大筋
OK）

ペーパーレスの観点から、デー
タを中心に考えた方が良いの
ではないか。
当団体では現在帳票で使
用しているが、紙帳票の印刷
時間や保管場所確保が課
題となっており、将来的に
データ中心での運用を検討
している。

①データでもよいが、できれば
帳票形式があるとよい。
②データは必須。チェック作
業に必要。

4.その他 ①ヒューマンエラーをチェック
する必要性があり、多数の
団体が紙にチェックをつける
という物理的行為で確認
していると思われるので、
多数が必要とする機能は
必須であると考えます。
②データがあれば、例えば
将来的にＡＩ（ＲＰ
Ａ）などを使ってデータを
絞り込み、人が確認すべ
きものを最小限に圧縮して
いくことが可能かと考えられ
るので、データもあるべきと
思います。

1.諾（大筋
OK）

①支障はない。
②帳票またはデータのどちら
か一方があれば支障はない。

4.その他 ①帳票形式を希望する。当
市では、申告書（eLTAX申
告も紙出力している）と
チェックリストを目視で突合作
業しているので、データのみで
は確認がしづらい。
②チェックリストのデータは不
要だが、申告内容のデータは
必要（統計データの作成な
どに使用しているため）。 4 0 0 3 反映する ●

帳票形式・・・C市、I市、K市
データ形式・・・A市、E市、G市、H市、J市、K市

概ね、データがあれば業務上は問題ないというご意見を頂きました。
ペーパーレスを推進すべきという意見がある一方で、目視が重要とのご意見もあり
ます。
チェックするのは、概ね紙申告、手入力のものと考えており、eLTAXが増えれば件
数は減少していくと考えられます。
標準仕様書はペーパーレスを推進する考え方があり、【EUC可】とした上で、必要
があれば形式を整えていただく（フォーマットを別で準備頂く）ことを考えておりま
す。

No.28 申告チェックリスト
・EUC代替可

56 1225 法人住民税 30 申告勧奨通知

申告勧奨を行う際必須となるため。

担当課 56 17 B：要検討

機能要件での意見照会を踏まえて、申告勧奨通知を
「実装すべき帳票」に変更しました。
外部帳票であるため、出力項目の確認が必要となりま
す。お手数ですが、別シート(【No.56回答欄】申告
勧奨通知＿出力項目)にご回答ください。

4.その他 別シート(【No.56回答欄】
申告勧奨通知＿出力項
目)に記載。

4.その他 1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

4.その他 別シートに入力。 1.諾（大筋
OK）

4.その他 別シートにて回答。

3 0 0 4

6079 28204 法人住民税 31 未申告法人一覧

申告期限の延長が適用されていることで、案
内が変わるため。

担当課 0 A：仕様反映

【No.31_未申告法人一覧】
申告義務があり、期限内に申告がない法人の一覧（申告期限の
延長適用を加味して出力）
・申告区分別（予定・中間、確定、均等割）
・申告期限別（申告予定月の期間指定）

意見を反映して問題無いと考えます。
また、意見照会（機能）No.3855のとおり、申告区
分別での出力も追加します。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

反映で問題ありません。 1.諾（大筋
OK）

2.否（考え
が異なる）

予定・中間申告の未申告法
人には催告ハガキは送付し
ていない。国税情報を把握
できている場合には、みなす
申告処理をすることになり、
国税情報を把握できていな
い場合に、予定申告につい
て未申告といえるのか不確
定であるため、対象外でよい
のでは。

8 1 0 0 反映する

概ね了承いただいたため、反映します。
なお、みなす申告対象の確認の仕方は、団体により異なるため、標準仕様書とし
ては機能を有することが望ましいと考えます。

【No.31_未申告法人一覧】
申告義務があり、期限内に申告がない法人の一覧（申告期限の延長適用を
加味して出力）

＜出力条件＞
・申告区分別（予定・中間、確定、均等割）
・申告期限別（申告予定月の期間指定）

1494 113018 法人住民税 32 課税状況調（第1表_納税義
務等に関する調）

都道府県への提出物は電子ファイルであり、
帳票への出力は必須ではないと考えるため。

事業者 0 B：要検討

事業者より、課税状況調べについては、最終的な報
告が電子データであることから帳票形式は不要という
意見があります。
以下、ご回答ください。

①帳票形式は必須でしょうか。理由も合わせてご教示
ください。
②課税状況調べには専用ソフトを利用されています
か。その場合は、基幹系システムからファイルを取込ます
か。
③上記踏まえて、当該意見のように「CSVファイル出
力」で良いかご回答ください。その他、気になる部分が
あればご回答ください。

1.諾（大筋
OK）

①について
必須ではありません。

②について
専用ソフトは利用していませ
ん。

③について
「CSVファイル出力」で問題
ないと考えます。

4.その他 ①必須ではないが、帳票形
式で出力されたほうが資料
作成上都合がいい
②基幹系システムから取込
③上記①の通り、可能であ
れば帳票形式の出力が望ま
しい

1.諾（大筋
OK）

①帳票形式があるとよい
（必須ではないけれどできれ
ば）。
②専用ソフトは使用していな
い。
③ＣＳＶファイル出力でもよ
い。
　確認のため根拠データ
（ＣＳＶファイル出力）が
必要です。

①必須ではない。
②利用していない。
③コピー&ペーストで終わるよ
うにできればなおよい。

1.諾（大筋
OK）

・当団体では、現在は課税
状況調用の帳票を帳票形
式でシステム作成している。
報告様式への転記時の
ヒューマンエラーをが、報告様
式の変更に合わせてシステム
改修を行う費用と時間が確
保できないため、結果的に
EUC対応が多くなっている。
・将来的には、CSV化して、
システム改修費用を少しでも
抑え、帳票形式とする機能
はシステム外のツールとする方
式を検討している。
・専用ソフトは、使用していな
い。
・課税状況調は、報告様式
の確定から報告まで数月程
度であり、その期間の間に基
幹システムの改修を行い、変
更後の様式をシステム作成
するのは、契約期間や開発
期間を踏まえると、不可能で
ある。どのようにして対応させ
ることを想定しているのか。

1.諾（大筋
OK）

①特に必須ではない
②使用していない
③CSVファイルでよい

4.その他 ①そのまま使用できるデー
タが作成されるのであれ
ば、帳票は必須ではない
（データを報告するファイ
ルにインプットしてプリントア
ウトが可能であるので）。
②法人では利用していな
い。
③ＣＳＶ出力可。ただし
報告用ファイルヘの連携を
容易にしてほしい。

4.その他 ①帳票形式もあると良い。
②専用のソフトを利用し、基
幹システムからファイルを取り
込んでいる。
③CSV出力でも可能とする
ならば、転記項目が一目瞭
然であってほしい。

1.諾（大筋
OK）

①必須ではありません。都道
府県には電子ファイルで提出
するため、CSVファイルの記載
内容で課税状況調に入力
する値を判断できれば問題あ
りません。
②基幹系システムのデータを
もとに作成。
③「CSVファイル出力」で問
題ありません。

5 0 0 3 要検討 ●

CSVファイルで良いという意見が多くありました（ただし、視認性の観点から帳票
形式が望ましい、連携を用意にして欲しい）。

課税状況調べの本表は、「報告用ファイルへの連携データでも可能」とします。な
お、課税状況調べは各税目に影響するため、他税目と要件の記載については検
討します。

3685 252026 法人住民税 44

【補助資料】
交付税資料第1表（法人税
割の調定額等に関する調）内

訳表様式１

不均一課税を使用している場合でも、その
税率ごとに帳票が作成されるという理解でよ
ろしいでしょうか。 担当課 3685 1 E：保留・その他

※No.3824で確認します。 1.諾（大筋
OK） 1 0 0 0

1498 113018 法人住民税 45

【補助資料】
交付税資料第1表（法人税
割に関する調）増減理由に関

する調

都道府県から発出される付表の様式、及び
弊社ユーザー様の利用実績より、左記期間
「（4/1～6/30）と（7/1～3/31）」を分
けて記載する要件がなく、該当調定年度単
位のみの集計で要件を満たせると考えるた
め。 事業者 1498 6 A：仕様反映

地方交付税資料第1表分明細
市町村民税の法人税割調定額の増減理由に関する調
データで出力できること。
（4/1～6/30）と（7/1～3/31）で作成

本帳票は、交付税資料「附表１　市町村民税法人
税割調定額の増減理由に関する調」に該当します。
ベンダサンプルをもとに「（4/1~6/30）と
（7/1~3/31）で分けて作成」という文言を入れて
いましたが、不要との意見が来ています。当該要件を
削除で良いかご確認ください。
また、増減の事由を追記するなど、加工が必要かと思
いますのでデータ出力を前提としております。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

2.否（考え
が異なる）

4/1～6/30と7/1～3/31
は異なる調査と認識してい
るので、仕様からの削除は
反対します。
データ出力も必要です。

1.諾（大筋
OK）

「（4/1～6/30）と（7/1
～3/31）」を分けて記載す
る要件はないため、削除で問
題ありません。

7 1 0 0 要検討 ●

I市にご意見の内容を確認します。 地方交付税資料第1表分明細
市町村民税の法人税割調定額の増減理由に関する調
データで出力できること。
（4/1～6/30）と（7/1～3/31）で作成

1088 92045 法人住民税 48
交付税資料（法人税割に関
する調：外国税額控除一覧

表）

交付税資料「市町村民税法人税割の調定
額等に関する調」において、外国税額控除
税額等の内訳を記載する必要があるため。

担当課 1088 5 B：要検討

- 交付税資料の「外国税額控除税額」欄に、各種控
除についても記載することから、その挙証資料と想定し
ておりました。
一方で、No.49-50（各種月別控除明細・集計
表）に標準・超過税相当額が出力されれば、当該帳
票は必要ないとも考えられます。

＜ご確認事項＞
○ 別添の帳票サンプル「No.48_外国税額控除一
覧表①パターン.pdf」と②パターンをご確認いただき、
それぞれ要否とその用途の詳細、EUCでの代替可否
をご確認ください。
※No.48パターン①は現在想定していたもの、パター
ン②は未定義のものです。
※No.49～50のサンプルも付けておりますので、必要
に応じてご覧ください。

4.その他 記載内容としては「①パター
ン」で十分かと考えますが、都
道府県によって詳細な内容
が求められる場合は「②パ
ターン」が必要になると思われ
ます。

帳票の要件としては、ご指摘
のとおり、外国税額控除以
外の各種控除についても明
記する必要があると考えま
す。

左記のとおり、「No.48_外
国税額控除一覧表①パター
ン.pdf」とNo.49（各種月
別控除明細）については、
類似帳票となるため、いずれ
かがあれば問題ないと考えま
す。

標準税率相当分と超過相
当分の計算があるため、シス
テムでの出力が望ましい
（EUCでの代替は不可）と
考えます。

4.その他 不要 1.諾（大筋
OK）

超過税率相当がないのでど
ちらでもよいが、計算過程が
わかる項目が多いので②の
方がよい。
現年・過年度ごとに帳票を
別け、歳入、歳入還付、歳
出還付の別を表示する項目
を追加して、その種類ごとに
小計してほしい。

○ 別添の帳票サンプル
「No.48_外国税額控除一
覧表①パターン.pdf」と②パ
ターンをご確認いただき、それ
ぞれ要否とその用途の詳細、
EUCでの代替可否をご確認
ください。
→ＥＵＣ代替可

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

超過税率を採用していない
ためわかりません。

4.その他 システム化のメリットは、
データの集計や加工を自
動でできることであるので、
調査の仕様が決まっている
ものについては、ボタンひと
つでそのものズバリの結果
や資料ができることが望ま
しい。
ＥＵＣで出た結果をさらに
人が加工しなければ資料
にならないようでは、システ
ムの意味がない。データも
あれば活用ができるので、
帳票とデータの両方で出
力できることが望ましい。

4.その他 現在パターン②を使用。交
付税資料の附表作成の際
に必須。
パターン②であれば附表の記
載項目が容易に判断でき
る。
パターン①では項目の不足す
る部分があるためCSVや個
別の申告に戻ってまとめる必
要があるなど、負担増が懸念
されます。小規模自治体で
は他税目との兼務担当者も
おり、知識レベルが大規模自
治体と全く違うため、システム
依存で帳票を作成している
ケースが多いと考えます。整
理が必要ではないでしょうか。
交付税資料や課税状況調
べの参考資料として、都道
府県ごとに独自に定めている
様式を確認していただき、シ
ステムが標準化されることで、
標準的なデータや帳票の出
力しかできなくなり、独自資
料を作成することがかえって
負担にならないよう確認をお
願いしたい

交付税資料第1表の根拠
資料を想定していたため、
EUCで必要な情報を確認で
きれば問題ないと考えていま
す。No.49-50（各種月別
控除明細・集計表）に標
準・超過税相当額が出力さ
れれば、当該帳票は不要で
よいと考えます。

3 0 0 4 要検討 ●

各構成員の意見をまとめると、以下となります。
○ 集計表は、歳入・歳入還付・歳出還付の内容が欲しい。
○ 控除明細の内訳表（一覧）はEUCでも良いが、標準・超過税率相当が計
算できない場合は帳票が必要

なお、今回、各都道府県から調査票を受領し、分析した結果、一部の県を除い
て提出資料は似ておりました。
（一部県では、パターン②のような外税控除の明細を法人ごとに提出させていま
すが、ごく少数と考えます）

したがって、交付税の算定については、ある程度標準仕様書の帳票要件でカ
バーできているのでは、と考えます。

653 2201 法人住民税 49 月別控除明細表（外税・仮
装経理）

控除の種類が不足しているため。

事業者 653-654 42 B：要検討

【帳票概要（帳票の用途）】
月別累計の標準・超過税率別の控除額の法人・事業年度別の明細書
（仮装経理控除／外国関係会社等に係る税額控除／外国税額控除
／寄附金控除／租税条約控除／特定寄附金控除）
前回分、今回分が出力できる。

＜抽出条件＞
・調定年度（報告期間分を全て）
・調定年月（月別単位）

No.49の帳票は、主に交付税資料と考えます。
以下にご回答ください。

①要件修正案のとおりで良いでしょうか。過不足があれば、
理由を合わせてご教示ください。
②交付税資料、検査などの用途を想定しています。別の用
途、あるいは不要の場合は、理由を合わせてご教示くださ
い。（別の帳票で代替しているなど）
③法人・事業年度別の明細ですが、標準税率分、超過税
率相当額が算出できれば、EUCでも良いでしょうか。
※前年比較（前回分→今回分→差引）がシステムから
必ずしも出力する必要は無く、Excel等で職員が必要に応
じて計算できることで良いならEUCでも問題ないと考えま
す。

2.否（考え
が異なる）

①について
問題ないと考えます。

②について
左記のとおりで問題ないと考
えます。

③について
加工する作業が負担となるた
め、システムから出力できるこ
とが望ましいと考えます。

4.その他 ①要件修正案の通りで問題
ない
②交付税資料として使用
③代替不可

1.諾（大筋
OK）

①特定寄附金控除がるの
で、「寄付控除」を削除して
よいです。前回分は、前年度
分の資料を利用すれば不要
なのかと思います。
　各種類ごとの帳票におい
て、現年・過年度ごとに帳票
を別け、歳入、歳入還付、
歳出還付の別を表示する項
目を追加して、その種類ごと
に小計してほしい。
②必要です。
③ＥＵＣでもよいです。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

超過税率を使用してないた
めこの帳票はつかっていませ
んが、概ね良いのではないか
と思います。

1.諾（大筋
OK）

①修正案でＯＫ。
②交付税資料、検査で
使用。
③前年比較はＥＵＣでも
良いが、エクセルファイルな
ら、なおよい。

2.否（考え
が異なる）

交付税検査資料として提出
する必要があるものについて
は、EUCではなく帳票形式に
してほしい。理由は1088と
同様。
※職員が必要に応じて計算
するのは負担。システム出力
にしてほしい。

1.諾（大筋
OK）

交付税資料として控除項目
別の件数及び金額が明細
書として作成された資料があ
れば、作業に費やす時間は
減少すると思われるが、帳票
として資料がなくてもEUCに
て数字が確認できればよいと
考える。

6 2 0 1 反映する ●

了承いただきましたので、反映します。
寄附金控除と、特定寄附金控除の重複は削除しました。

なお、抽出年度の「調定年度（報告期間分を全て）」について、交付税資料の
作成を目的とするため、交付税の報告期間に関する情報が出力できることを意
図する点、補記します。

【帳票概要（帳票の用途）】
月別累計の標準・超過税率別の控除額の法人・事業年度別の明細書（仮装
経理控除／外国関係会社等に係る税額控除／外国税額控除／租税条約控
除／特定寄附金控除）
前回分、今回分が出力できる。

＜抽出条件＞
・調定年度（報告期間分を全て）
・調定年月（月別単位）

※抽出条件について、当該資料は交付税資料として用いるため、例年の報告
期間に対応する年間分が出力できることを意図する。

5943 272183 法人住民税 52 産業別法人市町村税額（集
計表）

「業種別の納付金額、件数等の集計表」と
あるが、機能要件にも出力項目についての
定めがなく、帳票要件にも印字項目につい
ての定めがない。
●業種別→産業分類における大分類／中
分類／小分類のどのレベルで集計するのか
●調定金額は集計しないのか
などの点で、団体が必要とするものとベンダー
側が実装するものとが異なる可能性があるた
め、印字項目について規定しておく必要があ
ると考える。

担当課 5943 6 A：仕様反映

■No.52_産業別法人市町村税額（集計表）
＜帳票概要＞
（旧）帳票概要：業種別の納付金額、件数等の集計表
（新）帳票概要：業種別（大分類）の調定金額（法人税割・
均等割・合計）・件数の集計表。調定月の範囲指定による集計
も可能なこと。

本帳票の概要を明確化するよう意見があります。以下
のとおり要件を修正することについて、ご意見をお願い
いたします。

（旧）帳票概要：業種別の納付金額、件数等の
集計表
（新）帳票概要：業種別（大分類）の調定金額
（法人税割・均等割・合計）・件数の集計表。調定
月の範囲指定による集計も可能なこと。

※普通交付税に関する省令が4/1～3/31の「調定
額」によっていたため、調定年月を基準としました。
※業種別で抽出条件を設定して帳票作成するのでは
無く、大分類がすべて出てくる帳票を想定しています。
大分類・中分類ごとの抽出をしたい場合はEUCでの
データ出力＋Excel集計を想定しています。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。
大分類・中分類ごとの抽出
をしたい場合はEUCでのデー
タ出力＋Excel集計ができる
ようお願いします。また、例と
して抽出条件に、均等割ラ
ンク（号数）ごとや、分類業
種別の均等割ランク（号
数）内訳のクロス集計に活
用します。決算額の算出の
場合には、出納整理期間中
の歳入還付も考慮します。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

修正案でＯＫです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 ■No.52_産業別法人市町村税額（集計表）
＜帳票概要＞
帳票概要：業種別（大分類）の調定金額（法人税割・均等割・合計）・件
数の集計表。調定月の範囲指定による集計も可能なこと。

5372 9202 法人住民税 53 税割調定増減上位リスト

法人住民税としての要件であるため、「調定
額」が適切と考えます。

事業者 0 B：要検討

新帳票概要：法人別の前年度・現年度の調定額増減リスト。法
人別の決算期、前年度・現年度の法人税割調定額と増減額を一
覧出力。

＜抽出条件＞
・調定年月
・出力件数

納付額となっていたものを調定額に変更しました。
なお、EUC可としているため、差引増減の計算は
Excel等、システム外になる可能性があります。
（交付税資料の附表1　増減理由調は別途定義を
想定）

4.その他 加工する作業が負担となるた
め、システムから出力できるこ
とが望ましいと考えます。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。
帳票の根拠データ(内訳明
細)が出力され、汎用性が高
くなるようにEUCでのデータ出
力＋Excel集計の再加工で
きることを強く希望します。
増減幅の大きかった数字を、
個別にどのような法人なのか
を確認したいなどにも対応し
たいから根拠データが必要で
す。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

修正案でＯＫです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

8 0 0 1 反映する

概ね了承いただきましたので、反映します。 No.53 税割調定増減上位リスト
法人別の前年度・現年度の調定額増減リスト。法人別の決算期、前年度・現
年度の法人税割調定額と増減額を一覧出力。

＜抽出条件＞
・調定年月
・出力件数

993 82021 法人住民税 54 高額納税者リスト

予算の歳入見込などの資料として使用した
い。

担当課 0 B：要検討

○高額納税者リスト　※EUC可
・調定額の上位法人リスト
・法人名称／法人税割／均等割／合計（法人税割・均等割）
調定額などを出力

＜抽出条件＞
・調定年度
・調定年月範囲
・決算期別
・法人税割額　（〇〇円以上）※任意入力項目
・合計（法人税割・均等割）調定額（○○円以上）※任意入
力項目
・出力件数（上位○○法人）　※任意入力項目

高額納税者リストについて、意見があるため、修正案
を作成しました。過不足が無いかご確認ください。ま
た、内部リスト、予算用に編集する可能性を踏まえて、
EUC可としました。問題ないかをご確認ください。

＜考え方＞
・交付税のほか、予算編成での活用も考え、調定の
年度単位で出力可
・統計分析などのため、決算期別で出力可
・合計額と法人税割とそれぞれで上位を確認できる
・上位300社との意見もありますが、上位〇〇社につ
いては任意選択できることを想定します。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

抽出条件に、業種別の区
分、均等割ランク（号数）
を選択したうえ、上位〇〇法
人の高額納税者リストが出
力できる方がいいです。
統計分析等に利用するた
め、抽出条件を任意で選択
できるなど汎用性が高いよう
に、EUCでのデータ出力＋
Excel集計ができることを希
望します。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

修正案でＯＫです。
上位〇〇社については、
任意入力可能を希望しま
す。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。
EUC可としており、より柔軟な抽出条件を設定する場合にはEUCの活用（条件
保存機能）が想定されます。

No.54 高額納税者リスト　※EUC可
・調定額の上位法人リスト
・法人名称／法人税割／均等割／合計（法人税割・均等割）調定額などを
出力

＜抽出条件＞
・調定年度
・調定年月範囲
・決算期別
・法人税割額　（〇〇円以上）※任意入力項目
・合計（法人税割・均等割）調定額（○○円以上）※任意入力項目
・出力件数（上位○○法人）　※任意入力項目

4309 312011 法人住民税 62 調定額異動集計表

現年・過年を合計した月別調定額・伸長率
も確認するため。

担当課 4309 15 B：要検討

■No.62_調定額異動集計表 →実装すべき帳票

○帳票概要
・現年分/過年分、法人税割/均等割の前月末までの累計、当月
末累計、当月の増減額の集計表および前年度同月末の合計と増
減額

○抽出条件
・調定年月

現在、実装してもしなくても良い帳票となっていました
が、当該意見を受けて再度帳票概要を見直していま
す。想定されるサンプル（別添No62 調定額異動集
計表_※修正案）をお付けしましたので、お手数です
がご確認ください。

・当該帳票の要否、あれば使用するか
・抽出条件
・その他、要件の過不足と理由

4.その他 必要と考えます。（あれば使
用します。）

4.その他 不要、使用しない 1.諾（大筋
OK）

使用します。
実装してもしなくてもよい機
能として、業種別、均等割ラ
ンク（号数）別も加味した
調定前年対比表があればい
いです。
帳票の根拠データ(内訳明
細)が出力され、汎用性が高
くなるようにEUCでのデータ出
力＋Excel集計の再加工で
きることを希望します。
増減幅の大きかった数字を、
個別にどのような法人なのか
を確認したいなどにも対応し
たいから根拠データが必要で
す。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

なくても困らないが、あれば使
用する。（予算時に必要に
なる）

1.諾（大筋
OK）

統計資料は、必要な団体
が多ければ機能としてあっ
ても結構ですし、あれば使
うかもしれません。一度提
出した資料は、翌年度以
降も必要になり、必要な
資料が際限なく増えていく
という一般的な傾向がある
と思います。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

・毎月の動向確認のため、
当該帳票は必要であると考
えます。抽出条件等について
は、問題ないと考えます。

7 0 0 2 反映する

概ね各構成員から必須との回答をいただきました。
要件を修正します。

■No.62_調定額異動集計表 →実装すべき帳票

○帳票概要
・現年分/過年分、法人税割/均等割の前月末までの累計、当月末累計、当
月の増減額の集計表および前年度同月末の合計と増減額

○抽出条件
・調定年月



2803 14213 法人住民税 56、57 月別調定額内訳表(法人別・
現年度分）

必要な集計と考えられる。

担当課 2803 2 B：要検討

■No.56_月別調定額内訳表(現年度分）
○帳票概要
・指定調定年月の当該調定年度に該当する現年度課税分の月
単位ごとの法人・申告区分・事業年度別の調定の内訳表。法人
名、事業年度、申告区分、課税標準額、法人税割額、均等割
額、調定額などを出力
・EUCでも可。

○抽出条件
・調定年月

→No.57も同様に変更。基本的にはEUCで対応可能。

要件を詳細化しました。（もともと、法人別となっていま
したが、課税のレコード単位になると思われるため、記
載を修正）
また、WT内ではEUC可が5団体あったため、EUCでも
可としています。

本帳票は、集計帳票ではないリスト帳票であるため、
意見照会であるような「全年度分」の専用の帳票は必
須ではないと考えます。
左記の要件について、過不足がないかをご確認くださ
い。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

統計分析等に利用するた
め、抽出条件を任意で選択
できるなど汎用性が高いよう
に、EUCでのデータ出力＋
Excel集計ができることを強く
希望します。
税収見込み用のデータとし
て、宛名番号、法人名、事
業年度開始　事業年度末
日、申告区分、相当年度、
賦課年度月、法人税割調
定額、均等割調定額、業種
別（中分類）、均等割ラン
ク（号数）の情報があると
活用できます。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

修正案でＯＫです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。
なお、EUCで実装する場合に、条件を追加することは可能です。

■No.56_月別調定額内訳表(現年度分）
○帳票概要
・指定調定年月の当該調定年度に該当する現年度課税分の月単位ごとの法
人・申告区分・事業年度別の調定の内訳表。法人名、事業年度、申告区分、
課税標準額、法人税割額、均等割額、調定額などを出力
・EUCでも可。

○抽出条件
・調定年月

→No.57も同様に変更。基本的にはEUCで対応可能。

2804 14213 法人住民税 60、61 月別調定額集計表（現年度
分・月別集計表）

必要な集計と考えられる。

担当課 2804 2 B：要検討

APPLIC税TFより、帳票は一つでも複数でもどちらでも良いのではと
意見があり、反映する想定です。なお、全年度分（合計）を出力
するなら、帳票は一つになりますが、一部ベンダが対応できないようで
す（分けてないベンダの方が多そうでした）

■No.60_月別調定額集計表（現年度分・月別集計表）
○帳票概要
・調定年月単位の調定集計（現年度）
・法人税割・均等割・合計額と件数を表示
・現年度・過年度分・合計分を出力（現年度分・過年度分で帳
票を分けることも可とする。その場合、合計分の出力は不要とす
る。）
・該当調定月、該当調定年度累計の調定額・調定件数を出力

○抽出条件
・調定年月

現年度・過年度のほかに、全年度も確認できることが
必要と意見があります。

○ 帳票を分けずに１帳票で現年・過年・合計を表し
ても、分けても、どちらでも対応可能としました。
○ 仮に分ける場合の「その場合、合計分の出力は不
要とする。」については、No.55「月別調定額集計表」
で代用できるためです。

これについて、修正案にて過不足が無いか、ご確認く
ださい。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。
帳票の根拠データ(内訳明
細)が出力され、汎用性が高
くなるようにEUCでのデータ出
力＋Excel集計の再加工で
きることを希望します。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

修正案でＯＫです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。
なお、EUCで実装する場合に、条件を追加することは可能です。

■No.60_月別調定額集計表（現年度分・月別集計表）
○帳票概要
・調定年月単位の調定集計（現年度）
・法人税割・均等割・合計額と件数を表示
・現年度・過年度分・合計分を出力（現年度分・過年度分で帳票を分けること
も可とする。その場合、合計分の出力は不要とする。）
・該当調定月、該当調定年度累計の調定額・調定件数を出力

○抽出条件
・調定年月

1053 82210 法人住民税 法人税額等通知書突合リスト

６３条４項通知の情報と市町村で調定さ
れた申告情報との突合結果を一覧で確認
するため。

事業者 1053 5 B：要検討

新規帳票
○県税データ突合リスト
・eLTAXから取り込んだ県税データと突合した法人番号・県税受付
番号・法人管理番号・法人名称・申告区分・事業年度・突合結
果・不一致個所を表示するリスト。
※不一致が発生しているもののみを抽出することも可能

県税データの突合機能を考える上で、帳票が必要に
なるため、追加で定義します。
※チェック項目等の詳細は別途検討。

1.諾（大筋
OK）

4.その他 1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

必要と考えます。 1.諾（大筋
OK）

7 0 0 1 反映する

了承いただきましたので、反映します。
なお、県税データ突合自体が「実装してもしなくても良い」機能としていることか
ら、本帳票も同様とします。

新規帳票（実装してもしなくても良い帳票）
○県税データ突合リスト
・eLTAXから取り込んだ県税データと突合した法人番号・県税受付番号・法人
管理番号・法人名称・申告区分・事業年度・突合結果・不一致個所を表示す
るリスト。
※不一致が発生しているもののみを抽出することも可能

1059 82210 法人住民税 法務局宛申請書

宛名情報、申請者情報をシステム上の情
報を用いて印字するため。

事業者 4059 5 B：要検討

法務局宛申請書を、実装して欲しいとの意見がありま
す。これについて、以下ご回答ください。

①現在、どのように運用されていますか（システム、
Excel等）
②照会に必要な項目についてご教示ください（例．
法人名称、所在地、設立年月日、、、）
③申請書の組合せについてご教示ください（例．申
請書表紙（公印有）、法人ごとのリスト）
④申請の頻度や１回あたりの概算件数を教えてくださ
い。
⑤現在業務負担があり、システム出力できる場合、有
益な場合はご意見をください。
　 実装する上での想定課題やアイデア、現在実装さ
れている機能があれば教えてください。
 （例. 登録法人を連続して選択できないと使いづら
い、複数人で1枚の申請を作成する場合の操作、
　　未登録法人の取扱い、など）

4.その他 #伊奈町様と宮代町様に確
認しました内容を示します。
①について
システムには出力機能はな
く、Excel等で運用していま
す。

②について
法務局に登記情報の照会
はしていない。

③について
照会をしたことがないので不
明。

④について
照会をしたことがないので不
明。

⑤について
伊奈町：機能があれば使用
して照会を行いたい。
宮代町：現状は春日部税
務署から、月一で情報が来
るのでそれに基づき対応して
いる。
　　　　　　実装されて団体が
個別に照会しなくてはならな
いでのであれば業務負担が

4.その他 ①Excelで作成
②法人名称、本店所在地
③申請書+法人リスト
④必要に応じて月に数回～
数十回程度（1件～10件
定fド）
⑤業務上支障なし

1.諾（大筋
OK）

①ワードを使用して作成して
いる。
②登記所の表示（〇〇地
方法務局〇〇支局）、申
請日、申請人（〇市〇部
〇課　事務吏員　〇〇）、
商号・名称、会社法人等番
号、本店主たる事務所の所
在地、請求事項（現在事
項証明、履歴事項証明、閉
鎖事項証明等）、通数、日
付＋市長名＋公印
③登記事項証明書交付申
請書（公印有）・・・・１法
人１枚作成
④月分まとめて作成して申
請（３０件／月）
⑤システム対応していない。
そもそも基本台帳情報に登
録するのがはじめての法人の
登記事項証明書を取得する
ケースもあり、システムに情報
（法人名、法人番号、所在
地等）がないケースもあるの
で、システム対応するとしても
限定的になると考えられる。

①word
②法人名称、所在地
③法人ごとの申請書
④1回／月　5件未満
⑤特になし

1.諾（大筋
OK）

・現在はシステム作成ではな
く、EUC機能で抽出したデー
タを使用したEXCELツール
等により、申請書を作成して
いる。
・申請書に記載しているの
は、法人名、住所、会社法
人等番号（任意）である。
・年間の申請数は正確に集
計してはいないが、全法人数
の１割程度と認識しており、
使用量は多い。
・法務局出張所と税事務所
間の取り決めにより、リストを
使用した一括申請を行って
いる例が多い。
・将来的には商業登記の地
方団体へのデータ連携が予
定されていると認識している。
システムで対応するべきなの
は紙での申請書ではなく、連
携されるデータの取込なので
はないか。

①Excel
②法人名称、法人番号、所
在地、設立年月日、決算期
等
③申請書表紙（公印
有）、法人ごとのリスト
④申請の頻度・・・年に２・
３回程度
　１回あたりの概算件数・・・
１０件程度
⑤現在、システム出力してい
ないが、とくに不便は感じてい
ない。

1.諾（大筋
OK）

①自前で作成したエクセル
表の項目に手作業でデー
タを入力し、申請書を出
力している。
②法人名称、所在地
③申請書表紙（公印
有）、法人（一覧）リス
ト
④月に１～２回。1回に
10～20件。
⑤システムから出力できれ
ば業務は軽減されると思う
が、まだ法人システムに情
報のない法人を照会する
ケースも一定数存在する。

4.その他 4.その他 ①Excelを使用している。
②法人番号、法人名称、本店所
在地。
　任意項目：閉鎖事項証明書な
ど、証明書の種類。必要としている
特定の登記項目。
③現行では、法人ごとのリストの下
部に申請欄があり、公印を押してい
る。例にある、「申請書表紙（公
印有）＋法人ごとのリスト」の形式
でも良いと考える。
④担当者が個別に請求する分は
一括で週１回、約５０件。返戻
文書、捕捉、登記変更の調査のた
めの申請は随時、件数は２０～
１００件
⑤誤入力しないように、課税システ
ムだけでなく法人番号公表サイトの
情報も見ながら入力している。シス
テムから出力できれば、管理番号を
選択すれば申請に必要な事項が
反映されるので、入力の手間と誤
入力の可能性を省ける。（返戻文
書の調査については、課税システム
の情報を反映した返戻用のＡｃｃ
ｅｓｓを使用しており、法人名な
ど自動反映させている。）

3 0 0 4 反映しな
い ●

現状、Officeソフトを利用して業務をされていることを確認しました。
また、一部有益という意見もあるものの、システム外で不便はない、未登録の法人
が多い、などそのまま利用できないケースも想定されます。
したがって、本機能は仕様書への反映なしとしました。
G市にご意見いただいた登記事項証明書の連携に関しては、継続検討としま
す。

2724 14203 法人住民税 業種別調定額集計表
正確な統計情報を算出するため

事業者 0 A：仕様反映 「産業別法人市町村税調（集計表）」→「業種別市町村税調
（集計表）」

※名称変更のみ。ご回答不要です。 1.諾（大筋
OK） 1 0 0 0 「産業別法人市町村税調（集計表）」→「業種別市町村税調（集計表）」

2725 14203 法人住民税 号数別法人数集計表

正確な統計情報を算出するため

事業者 2725 2 B：要検討

＜法人索引簿＞※実装すべき帳票・EUC可
法人の名称、法人区分、住所、現況（最新異動）、事業年度な
どが出力される一覧表。

＜抽出条件＞
・法人番号範囲
・法人管理番号範囲
・異動年月日範囲
・法人区分
・分割区分
・業種区分
・均等割ランク
・決算年月

当該意見のように、集計帳票ではあるものの様々な集
計を行う場合にパッケージで対応しきれないことが想定
されます。パッケージに、いわゆる「法人索引簿」という
帳票が実装されている場合がありますが、左記要件の
ような帳票をデータ出力として定義し、必要に応じて職
員が集計する、という運用でも問題ないでしょうか。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

抽出条件を任意で選択で
き、職員が集計する方が、弾
力的で活用できるため強く希
望します。
統計分析等に利用するた
め、抽出条件を任意で選択
できるなど汎用性が高いよう
に、EUCでのデータ出力＋
Excel集計ができることを希
望します。例として、抽出した
い当該期間において異動日
(異動の発生した日)のあった
法人の業態別・異動事由
別・届出日を抽出する。除
却となった法人も同様に抽
出する

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

EUC機能で対応するのが現
実的な内容という印象を受
ける。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

必要なデータを条件を指
定して出力できる機能
（ＭＳアクセスにおけるク
エリのような機能）があれ
ば問題ないと考える。

3.保留 1.諾（大筋
OK）

8 0 1 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 ＜法人索引簿＞※実装すべき帳票・EUC可
法人の名称、法人区分、住所、現況（最新異動）、事業年度などが出力され
る一覧表。

＜抽出条件＞
・法人番号範囲
・法人管理番号範囲
・異動年月日範囲
・法人区分
・分割区分
・業種区分
・均等割ランク
・決算年月

2730 14203 法人住民税 上位300社
正確な統計情報を算出するため

事業者 0 B：要検討 ※No.993で確認します。 1.諾（大筋
OK） 1 0 0 0

3324 232092 法人住民税 外部データ取込結果一覧

根拠法令なし エルタックス（地方税ポータルシステム）によ
り提出された申告書の取込み結果の確認を
一覧の帳票で行うことで、課税漏れや入力
誤りを防ぐことができるため。

公平・公正な税務の推進のため。

担当課 0 A：仕様反映

■【追加】申告一括処理結果リスト（eLTAX分）　※実装すべ
き帳票
・eLTAX連携データを取り込み、取込処理できた申告、エラーとなっ
た申告の法人名、事業年度、申告区分、エラー内容などを申告別
に出力するリスト。
※画面確認ができる場合は帳票不要。
※取込結果、エラーを別帳票とすることも可。

県税データ連携は、構成員の意見を踏まえて別途検討します。

eLTAXデータの取込に特化したリストを定義していない
ため、左記要件のとおり追加して良いかご確認くださ
い。

○ 画面上でエラーが一覧表示できれば、専用の帳票
は必須ではないとの考えから、「※画面確認が～」を入
れています。問題無いかご確認ください。
○ 取込済分、エラー分を分けての出力・表示、申告
区分別も可としています。要否をご確認ください。
○ 特定の処理（eLTAX取込）に付随した結果帳
票であるため、EUCは想定しておりません。

1.諾（大筋
OK）

左記のとおりで問題ないと考
えます。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

〇画面確認（エラーが解消
されるまで画面に残って処理
忘れが防止できればOK）で
も帳票でもよい。
〇よいです。
〇よいです。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

一度に取り込む件数が多数
の場合、画面よりも帳票の方
が確認時間が短くなると思わ
れる。画面確認と帳票確認
を団体の使用実態に応じて
選択可能なのであれば、問
題ないと考える。

1.諾（大筋
OK）

取込済分、エラー分を分けて
の出力・表示、申告区分別
も可としています。（必要）

1.諾（大筋
OK）

追加が必要と考えます。
画面上で修正できるレベ
ルのエラーであれば、画面
確認のみでもＯＫです。
取込エラー等については、
取り込み済み分と分けて
帳票、できればＰＤＦ
データの出力が必要。出
力項目として、各件数、エ
ラー理由（内容）も必
要。

1.諾（大筋
OK）

2.否（考え
が異なる）

〇出力した申告書とリストを
目視で照合しているため、帳
票の出力を希望する。
〇取込済分・エラー分と分け
てほしい。申告区分別はしな
くてよい。当市での管理番号
順に表示してほしい。
〇EUCの想定は無しで、問
題ない。 8 1 0 0 反映する ●

概ね了承いただきましたので、反映します。
なお、”画面確認”については、定義が広いため内容を明確化させていただきまし
た。実際の標準仕様書に画面展開にかかる事項は定義しないため、意識合わせ
のための記載になります。（青字部分）

■【追加】申告一括処理結果リスト（eLTAX分）
※実装すべき帳票

・eLTAX連携データを取り込み、取込処理できた申告、エラーとなった申告の法
人名、事業年度、申告区分、エラー内容などを申告別に出力するリスト。
※取込結果、エラーを別帳票とすることも可。
※画面確認ができる場合は、帳票不要。

※画面確認：取込結果を画面上で一覧化して、エラー分を選択すると個別の
申告登録画面が展開。エラー個所が表示されるのでそこを修正してオンライン登
録できる。エラー分は、申告登録されるまで継続的に確認できる状態となる。
など、画面上で帳票に代替できる機能を有する場合はペーパーレスの観点から画
面確認でも可とする。

3500 24201 法人住民税 更正リスト

更正の決議を行う際に更正対象一覧が必
要になるため。

担当課 0 A：仕様反映

■追加_更正決定対象リスト　※EUC可

＜帳票概要＞
・更正決定通知書を発送する法人の一覧表。
・法人名称、対象の事業年度、更正後の法人税割・均等割額・
合計額、差引税額、更正請求日、更正決定日などを出力。

＜抽出条件＞
・更正決定年月日の範囲指定

更正決定対象リストを帳票要件に定義していませんで
したので、確認させて頂きます。

○ 左記要件で良いでしょうか。出力条件、項目などご
確認ください。
○ 更正決定登録をした一覧になりますが、運用上利
用されていますか。また、必須でしょうか。（実装すべき
／実装してもしなくても良い／実装は不要）
○ EUC可としてますが、帳票出力が必要な場合は理
由を合わせてご教示ください。

1.諾（大筋
OK）

CSVデータで出力可能であ
り、利用しています。
実装すべき帳票で良いと考
えます。

1.諾（大筋
OK）

運用なし、実装しなくてもよい 1.諾（大筋
OK）

〇宛名番号、相当年度
（現年、過年度の別に集
計）
〇決裁で利用している。必
須です。
〇よいです。

1.諾（大筋
OK）

○ 左記要件で良いでしょう
か。出力条件、項目などご確
認ください。→よい
○ 利用している。実装すべ
き。

1.諾（大筋
OK）

・更正決定のリストはシステム
で作成している。主な用途と
しては、以下の２つである。
　①更正決定決議書と突合
して、入力したが決議が漏れ
ているものが無いか確認す
る。
　②更正決定通知書と突合
して、課税したが納税者への
通知が漏れているものが無い
か確認する。
・EUC機能でも対応可能な
内容と思われるが、当団体に
おいては、決議の番号簿を
帳票で保管するという内規の
関係上、システムで帳票作
成している。

1.諾（大筋
OK） ○ 現在リストはないですが抽

出はできるようになっている。
できれば実装してほしい。

1.諾（大筋
OK）

出力条件：　更正決定
通知書を発送する法人の
一覧表
　本市では、更正決定の
起案書に添付するために
使用しています。
項目：　管理番号　法人
名　事業年度　更正前の
税額（法人税割額・均
等割額・合計額）　国税
処理日　更正請求日　申
告区分　更正後の税額
（法人税割額・均等割
額・合計額）　差引税額
（法人税割額・均等割
額・合計額）　法人税割
合計額　均等割額合計
額　全合計額

実装すべきと考えます。多
くの団体で組織決定する
際に使用するのではないで
しょうか。
職員の事務を軽減するた
めに、帳票が出力されるほ

1.諾（大筋
OK）

4.その他 〇随時処理でない場合も、
更正決議は個別に決裁する
と考えるが、更正リストの用
途が不明。
〇当市では現在利用してい
ない帳票のため、実装しても
しなくても良いと考える。
〇帳票出力は必須ではな
い。更正日から法人検索や
件数確認のためであれば、シ
ステム確認ができればよい。

8 0 0 1 要検討 ●

概ね了承いただきましたので、反映します。
なお、別シートにEUCで実装する場合のイメージを作成しました。決議書が別に
出力されるため、リスト上の項目は、概ねこのくらいの情報が表示されれば良いか
と考えますが、いかがでしょうか。

■追加_更正決定対象リスト　※EUC可

＜帳票概要＞
・更正決定通知書を発送する法人の一覧表。
・法人管理番号、法人名称、対象の事業年度、更正後の法人税割・均等割
額・合計額、差引税額、更正請求日、更正決定日などを出力。

＜抽出条件＞
・更正決定年月日の範囲指定

3824 27223 法人住民税

照会や予算作成事務等において、標準税
率分・超過税率分の内訳が必要であるため

3825 7 A：仕様反映

■No.59-1 月別調定額集計表（税率別）　→　元々あったも
のに追加
○帳票概要
　・指定年月における税率別の各申告の調定額や還付の集計表
　・指定した調定月と年度累計が表示される
　・法人税割（税率別）・均等割・合計額を出力
　・現年度／過年度の区別をして出力
＜抽出条件＞
　・調定年月

■No.59-2 月別調定額一覧表（標準・超過税率別）
○帳票概要
　・指定年度の月別・税率別の調定集計額の月別一覧
　・法人税割・均等割別の標準税率分・超過税率相当分・合計
を、現年度・過年度・合計別に表示
＜抽出条件＞
　・調定年度

※主に、交付税資料や予算調製の確認に使用
※税率別は不要
※No.59-1と同一帳票で表記しても可
※法人税割、均等割、合計を別帳票にすることも可
※集計表なので、EUCは不可

No.59-1の帳票に加えて、No.59-2で新規帳票を
定義する想定です。
ともに想定される帳票サンプルをお送りしますので、
No.59-1、No.59-1の要否と用途をご教示くださ
い。

＜No.59-1　月別調定額集計表（税率別）＞
①必須、オプション、不要の別
②帳票概要に記載の内容に過不足がないか
③抽出条件に過不足が無いか

＜No.59-2　月別調定額一覧表（標準・超過税
率別）＞
①必須、オプション、不要の別
②帳票概要に記載の内容に過不足がないか
③抽出条件に過不足が無いか

1.諾（大筋
OK）

＜No.59-1　月別調定額
集計表（税率別）＞
①必須と考えます。
②左記のとおりで問題ないと
考えます。
③左記のとおりで問題ないと
考えます。

＜No.59-2　月別調定額
一覧表（標準・超過税率
別）＞
①必須と考えます。
②左記のとおりで問題ないと
考えます。
③左記のとおりで問題ないと
考えます。

4.その他 ＜No.59-1　月別調定額
集計表（税率別）＞
①オプション
②問題ない
③問題なし

＜No.59-2　月別調定額
集計表（税率別）＞
①オプション
②問題なし
③問題なし

1.諾（大筋
OK）

帳票の根拠データ(内訳明
細)が出力され、汎用性が高
くなるようにEUCでのデータ出
力＋Excel集計の再加工で
きることを希望します。

No.59-1
①必須
②出納整理期間中は、別
途、出納整理期間の歳入
還付と歳出還付額の件数と
調定額が必要です。
③出納整理期間中も、別
途、出納整理期間中として
明細出力が必要です。

No.59-2
①オプション
②よいです。
③よいです。

＜No.59-1　月別調定額
集計表（税率別）＞
①オプション
②過不足なし
③過不足なし

＜No.59-2　月別調定額
一覧表（標準・超過税率
別）＞
①オプション
②過不足なし
③過不足なし

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

＜No.59-1　月別調定額
集計表（税率別）＞
①必須。調定処理で使うた
め。

＜No.59-2　月別調定額
一覧表（標準・超過税率
別）＞
①超過税率は採用していな
いためわからないですが、必
須ではないかと思います。

1.諾（大筋
OK）

＜No.59-1　月別調定
額集計表（税率別）＞
①必須
②ＯＫです
③ＯＫです

＜No.59-2　月別調定
額一覧表（標準・超過
税率別）＞
①必須
②税率別も必要と考えま
す。内訳表も出力できるよ
うにしたほうが良いと思いま
す。
③ＯＫです

1.諾（大筋
OK）

4.その他 ＜No.59-1　月別調定額
集計表（税率別）＞
①必須
②、③については問題ないと
考えます。

＜No.59-2　月別調定額
一覧表（標準・超過税率
別）＞
①必須
②、③については問題ないと
考えます。

6 0 0 2 反映する ●

＜No.59-1　月別調定額集計表（税率別）＞
必須・・・A市、E市、H市、I市、K市
オプション・・・C市、F市

＜No.59-2　月別調定額一覧表（標準・超過税率別）＞
必須・・・A市、H市、I市、K市
オプション・・・C市、E市、F市

【論点①】
E市より、以下のコメントを頂いております。
○ 出納整理期間中は、別途、出納整理期間の歳入還付と歳出還付額の件
数と調定額が必要です。
→例えば、平成30年度の出納整理期間（H31.4.1～5.31）の出納整理期
間としての確認は、どのように行われていますか。
※調定年月をH31.4としたら、過年度（H30年度）歳入還付と、現年度
（H31年度）歳出還付が表に出れば問題ないでしょうか？

→また、どの申告を歳入還付として取り扱ったかをチェックするのはEUCでも問題な
いでしょうか？（EUCで運用する団体もあるため）

【論点②】
I市より、税率別の出力を求められていますが、どのような用途でしょうか？

■No.59-1 月別調定額集計表（税率別）　→　元々あったものに追加
○帳票概要
　・指定年月における税率別の各申告の調定額や還付の集計表
　・指定した調定月と年度累計が表示される
　・法人税割（税率別）・均等割・合計額を出力
　・現年度／過年度の区別をして出力
　・【論点①】出納整理期間は歳入還付・歳出還付が出力される
＜抽出条件＞
　・調定年月

■No.59-2 月別調定額一覧表（標準・超過税率別）
○帳票概要
　・指定年度の月別・税率別の調定集計額の月別一覧
　・法人税割・均等割別の標準税率分・超過税率相当分・合計を、現年度・
過年度・合計別に表示
＜抽出条件＞
　・調定年度

※主に、交付税資料や予算調製の確認に使用
※【論点②】税率別は不要
※No.59-1と同一帳票で表記しても可
※法人税割、均等割、合計を別帳票にすることも可
※集計表なので、EUCは不可

3966 28210 法人住民税 減免申請書
法人名や住所などを予め印字しておけば、
手続きが簡略できる 担当課 0 D：反映しない

- 減免申請書については、過去のWTの内容から、反映
なし（システム外）とします。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

2.否（考え
が異なる）

職員の事務負担が軽減
できる機能なので、あった
ほうがよいと思います

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK） 8 1 0 0 反映しな

い

不要とのご意見が多いため、反映なしとします。



資料4_法人住民税WT【帳票】　全国意見照会への対応方針（項目意見抜粋） 1.諾
（大筋
OK）

2.否
（考え
が異な

3.保留 4.その
他

APPLIC税TF確認・備考
地方税法（法律・政省令）への準拠 住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 類似意見 同趣旨 他業務 帳票要件 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 1.諾 2.否 3.保留 4.その

他

53 1225 法人住民税 3 更正決定決議書 印字項目への意見
48.差し引き増減分
「更正決定により納付すべき税額」

48.差し引き増減分
「更正決定により納付すべき税額または減額
（△印）となる税額」

納税者が理解しやすい表記に修正したいた
め。 担当課 0 A：仕様反映

（ご回答不要）
レイアウト案どおりであるため、反映します。

1.諾（大筋
OK） 1 0 0 0 反映する

620 2201 法人市民税 2 更正決定通知書 印字項目への意見

区分（更正・決定後）のNo27「租税条約の実
施に係る法人税割額の控除額」について、区分
（更正・決定前）の項目が無い。

区分（更正・決定前）も記載すべきと考える。 No.27の備考中、この租税条約の実施に係
る法人税割額の控除額の出力は必須とす
べきとしているので、更正・決定前も記載し
ないと法人税割額の控除について、決定前
と決定後において比較ができない。

担当課 620 3 A：仕様反映

（ご回答不要）
レイアウト案どおりであるため、反映します。

1.諾（大筋
OK）

1 0 0 0 反映する

1063 82210 法人住民税 2 更正決定通知書 印字項目への意見

代表者氏名
実装してもしなくても良い項目

自治体によっては印字している項目のため。

事業者 1063 3 D：反映しない

更正決定通知書に、代表者の氏名を
「実装してもしなくても良い」項目として追
加するよう意見がありますが、変更すること
も多いことから不要と考えています。

2.否（考え
が異なる）

現行システムでは出力可能
です。
実装してもしなくても良い項
目としてあって良いと考えま
す。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

不要でよいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

不要で問題無いと考えます。
１枚の用紙に収める都合
上、項目数が増えすぎるのは
避けるべきと思われます。

1.諾（大筋
OK）

2.否（考え
が異なる）

現状では代表者名も出
力している。更正請求
書には代表者名の記入
と押印を求めている。自
治体の考え方によると思
われるので、「実装して
もしなくても良い項目」と
して追加したほうがよいと
思います

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

7 2 0 0 反映する

2579 13212 法人住民税 2 更正決定通知書 印字項目への意見

- 更正決定の理由の欄の追加 行政手続法第8条により、行政処分にあ
たって理由付記を書面で行う必要であるた
め。
単に根拠条文を示すのではなく、条文を適
用するに至った理由を記載できる欄を設ける
ことが求められる。

担当課 0 A：仕様反映

更正決定理由の欄について、機能要件
で皆様よりご意見をいただいています。
これを踏まえて、更正決定通知書の本文
は「第321条の11の規定により更正（決
定）しましたので通知いたします。」として
共通の文字列とし、更正決定理由欄は
自由記載とする仕様で良いでしょうか。

（ご参考）１項：更正　２項：決定
３項：再更正　ですが、これにより通知
書の本文は特に変わらない。

2.否（考え
が異なる）

通知文についても自由記載
として良いと考えます。
基本的には同様の文章とな
ると思われますが、団体によっ
て記載が異なる場合もあると
考えられるため。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

よいです。 1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

自由記載欄の文字数
は、余裕をもって設定し
ていただきたい。

1.諾（大筋
OK）

1.諾（大筋
OK）

8 1 0 0 要検討 ●

現在、控除額を詳細に示しているため、自由記載
欄や教示文、お問合せ先などの記載欄がかなり小
さくなっています。
レイアウトに大きく影響するため、優先順位としては
どう考えるべきかご教示ください。

①文字を小さくしても情報を多く
②視認性を上げて、出力項目を絞る
③その他

2672 14203 法人住民税 2 02_更正決定通知書 印字項目への意見

#9　更正・決定事由について、レイアウトイメージ
では根拠法令になっていますが、「法人税更正
法人税更正日（GYY年MM月DD日）」「税務
官署通知」「更正請求」の方が、事由としては
合っている気がします。

どの事由によって更正・決定したのかわかるた
め。

問合せの減少に寄与する。

担当課 2672 3 A：仕様反映

現在、通知書に以下の情報がありませ
ん。追加すべき、不要等、理由を含めてご
教示ください。

○法人税処理区分
○法人税処理年月日

4.その他 実装してもしなくても良い項
目としてあって良いと考えま
す。
左記のご意見の根拠のとおり
と考えるため。

4.その他 不要 4.その他 不要です。
現在の通知には、法人税処
理区分、処理年月日はあり
ませんが、問い合わせがあった
ことはありませんし、相手側が
承知している内容のため。

通知先には既に税務署等か
ら通知されているため、不要
と考える。

3.保留 ・道府県からの法人税額通
知において、当該情報が網
羅されていない団体があった
場合、問題となる懸念があ
る。（例：法人税の修正申
告日が不明の場合）
・法人税の更正等によらず
更正を行う場合、どのように
編集するのか。当団体におい
ては、＊を編集している。

現行は、「法人税更正　法
人税更正日」「税務官署通
知」「更正請求」等は記載し
ているが、「法人税処理区
分」、「法人税処理年月日」
は記載していないためなくても
よいのでは。

4.その他 法人税の処理に基づく
更正であれば、２項目
とも必要な情報と考える
が、帳票の作り方とし
て、事由（自由）記載
欄に出力する方法もあ
るかと考える。

1.諾（大筋
OK）

不要 1.諾（大筋
OK）

国税の処理区分は不要と考
えるが、「どの事由によって更
正・決定したのかわかるた
め。」更正理由として、大きく
分けて「更正・決定」「更正
請求」「分割基準変更」「そ
の他」の表示は必要と考え
る。延滞金や還付加算金の
計算に影響してくるため、更
正通知日も国税修正日など
は載せておいたほうがよいと思
われる。

2 0 1 4 反映しな
い ●

必須の出力項目ではない、という意見が多く見られ
たため、反映なしとします。
K市の更正理由については、機能要件でも確認さ
せて頂きます。

3201 22206 法人住民税 2 更正決定通知書 印字項目への意見

通知者（処分庁） 通知者 通知者（処分庁）において、「処分庁のみ
が通知者になる」という解釈でない場合は、
「通知者」という表現にとどめてもよいのではな
いか。

事業者 3201 6 A：仕様反映

通知者（処分庁） （ご回答不要）
意見を反映します。

1.諾（大筋
OK）

1 0 0 0 反映する

3274 23203 法人住民税 2 更正決定通知書 印字項目への意見

50　教示文
通知書に記載された事項について不服があるとき
は、この通知書を受け取った日の翌日から起算し
て３か月以内に、首長に対して審査請求をする
ことができる旨の教示。

50　教示文
首長に対して審査請求をすることができる旨、処
分の取消しの訴えは審査請求に係る裁決の送
達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に
首長を被告として提起することができる旨の教
示。

本通知に対する手続きについては、審査請
求のみでなく、処分の取消しに関することも
含め、漏れなく案内する必要があるため

担当課 3274 2 共通（方
針） A：仕様反映

50　教示文
首長に対して審査請求をすることができる
旨、処分の取消しの訴えは審査請求に
係る裁決の送達を受けた日の翌日から起
算して６か月以内に首長を被告として提
起することができる旨の教示。

（ご回答不要）
項目の説明のみですが、意見を反映しま
す。

1.諾（大筋
OK）

1 0 0 0 反映する

3746 27207 法人住民税 2 更正決定通知書 印字項目への意見

通知書タイトル 法第18条の4（及び各市町村条例での同
様の規定）で処分には理由付記が必要で
すが、何の税金に関する何の通知か不明で
は、処分理由として不十分なため

軽自動車税関係帳票では専用紙でさえ
「通知書タイトル」がプレプリントではなくシス
テム印字項目となっています。汎用紙が前提
の本帳票には通知書タイトルも必要と考えま
す。

担当課 3746 2 A：仕様反映

通知書タイトル （ご確認不要）
レイアウト案どおりです。

1.諾（大筋
OK）

1 0 0 0 反映する

J市
意見発出者 要件修正案 確認項目

A市 C市 E市 Ｆ市 Ｇ市
対象 修正前 対応方針（案）

分類用フラグ
修正後

修正の根拠
No. 自治体コード 税目 帳票番

号 帳票名称

WT事前確認 構成員ご回答集計 事務局記載欄 WT用確認欄
仕様への反映

仕様反映 WT対象 事務局意見 要件修正 （ご参考）APPLIC税TFからの
回答 当日議事

Ｋ市Ｂ市 Ｄ市 Ｈ市 I市



標準仕様書（帳票）叩き台　帳票出力項目定義
<回答凡例>

02_法人住民税 A：必須

B：任意（必須ではない）

C：不要（実務上必要ない） A：必須 B：任意 C：不要 D：出力不可

D：出力不可（出力すべきでない）

表示項目

# 明細
Z社 Y社 X社 U社

帳票あり 帳票あり 帳票なし A：必須 B：任意 C：不要 D：出力
不可

1 送付先宛名（郵便／住所／法人名）
○ ○ ○

A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須
9 0 0 0 必須

2 通知日
○ ○ ○

A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 B：任意 発送前の引き抜き作業によっては、通知日より後に発送することも
考えられるので。 8 1 0 0 必須

3 カスタマーバーコード
○ ○

C：不要 カスタマーバーコードが活かせるほど、一括で大量帳票を送る団体が限られると想定
されるため。

B：任意 B：任意 B：任意 同一重量帯のものを取りまとめ等の条件を満たせば、他の通知と合
わせて郵便割引の適用を受けることが可能な場合もあるため、必要
な自治体は出力できた方がよい。

C：不要 B：任意 全法人送付に活用している団体もあるように見受けられる。
当団体においては、一斉送付用は申告書・納付書用紙と一体の帳
票であり、申告勧奨通知は個別送付のみなので、不要。

B：任意 B：任意 B：任意 他業務での送付文書とあわせて全庁的にカウントされるため。 C：不要
0 7 2 0 必須

任意との意見が大半ですが、全庁的に
数をカウントする場合も想定されるため、
必須として整理します

4 通知者
○ ○ ○

A：必須 ただし、首長名である必要はないと想定します。 A：必須 A：必須 A：必須 B：任意 A：必須 税事務所名や部署名である場合もあると思われる。 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 首長名でなくてよい。
8 1 0 0 必須

5 公印
○ ○

C：不要 決裁しない団体もあると想定しており、公印は必須ではないと考えます。 B：任意 B：任意 B：任意 決裁する団体もあるため、任意がよい。 B：任意 C：不要 C：不要 C：不要 B：任意 C：不要 現行では決裁をとらず、公印も押していないため。
0 5 4 0 オプション

6 通知書タイトル
○ ○ ○

A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須
9 0 0 0 必須

7 通知書本文
○ テキスト ○

Y社：本文内に、通知日が出力される。
U社：本文内に、申告区分が出力される。

A：必須 固定の文字列で良いと考えます。 A：必須 団体によって文章が異なると思われるため、任意の文字列が望まし
いと考えます。

A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 確定申告・予定申告・均等割申告などの申告区分によって、文言
は可変とする方が良いのではないか。

A：必須 A：必須 A：必須 A：必須
9 0 0 0 必須

8 しるし（記）
テキスト テキスト

B：任意 固定の文字列で良いと考えます。 B：任意 B：任意 B：任意 B：任意 B：任意 B：任意 B：任意 B：任意 B：任意
0 9 0 0 オプション

9 宛名番号
○

C：不要 統合宛名の番号は必須ではないと思われます。 B：任意 A：必須 B：任意 統合宛名番号＝法人管理番号で、宛名番号で問い合わせの対応
をしているので、任意がよい。

C：不要 B：任意 C：不要 C：不要 A：必須 C：不要 宛名番号は納税者に知らせない内部情報であるため。
2 3 4 0 不要

10 法人管理番号
○ ○

A：必須 問合せの対応に活用できると考えます。 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須
9 0 0 0 必須

11 所在地
○ ○

A：必須 送付先を税理士や代表者自宅に設定しているケースもあるためです。 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 B：任意 当市の現行様式では記載していないため。
8 1 0 0 必須

12 納税義務者名
○ ○

A：必須 送付先を税理士や代表者自宅に設定しているケースもあるためです。 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須
9 0 0 0 必須

13 事業年度
○ ○ ○

Z社：複数事業年度が１枚で表示可 A：必須 対象の申告を特定するために必要と考えます。なお、定期的な未申告管理を行う
場合、複数事業年度を１枚で出力することは必須ではないと考えます。

A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 実務においては複数年度を1度に出力することが少なくないので、1
枚で出力可能なことが望ましい。

A：必須 A：必須
9 0 0 0 必須

14 調定年度（相当年度）
○

Z社：複数事業年度が１枚で表示可 C：不要 納税義務者に対して、必要ない情報と考えます。 B：任意 C：不要 C：不要 C：不要 C：不要 B：任意 現状は、記載あり C：不要 B：任意 C：不要 納税者に知らせない内部情報であるため。
0 3 6 0 不要

15 申告区分
○ ○

Z社：複数事業年度が１枚で表示可 A：必須 対象の申告を特定するために必要と考えます。 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須
9 0 0 0 必須

16 申告期限
○ ○ ○

Z社：複数事業年度が１枚で表示可
Y社：申告期限に曜日が表示される。
U社 申告”納付”期限とし る

B：任意 対象の申告、通知日が特定できれば、必須ではないと思います。 A：必須 B：任意 B：任意 本来の申告期限を、表示して送付したい場合もあるため、任意がよ
い。

B：任意 B：任意 社会通念上、期限を記載して送付するのが一般的では無いかと考
える。

B：任意 現状は、記載あり A：必須 B：任意 A：必須 期限を過ぎていることに対して、納税者が認識しやすくなると判断。
3 6 0 0 必須

任意とご回答頂いた中にも、期限を示す
方が良いとの意見が見られており、必須
としました

17 問い合わせ先
○ ○ ○

A：必須 固定の文字列で良いと考えます（マスタ管理までは不要）
ただし、封筒に問合せ先を書く場合は、必須ではないと考えられます。

A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 A：必須 当団体では、税事務所ごとの連絡先や住所をマスタ管理し、帳票に
印字している。封筒については窓空き封筒を用い、封筒側には問合
せ先を記載していない。

A：必須 A：必須 A：必須 A：必須
9 0 0 0 必須

B市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご
意見を記載ください。

WT用確認欄

構成員ご回答集計

仕様反映 WT対象 事務局意見 要件修正 （ご参考）APPLIC税TFからの回答 当日議事

K市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

事務局記載欄
I市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

J市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

H市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

F市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

G市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

Ｃ市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

E市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

D市：南国市

出力要否 回答の理由や事務局案へのご
意見を記載ください。

A市

大分類 小分類 出力要否 事務局案の理由 出力要否 回答の理由や事務局案へのご意見を記載ください。

備考

税目

帳票No.

帳票名称 申告勧奨通知

ベンダ帳票一覧の該当有無
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